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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２７年３月１１日（水）午前９時５９分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後４時５７分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員
委 員 長 藤浦雅彦  副委員長 弘　　豊  委　　員 木村勝彦
委　　員 森西　正  委　　員 野原　修   

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
市　長　森山一正
都市整備部長　吉田和生 同部次長　土井正治
同部参事兼公園みどり課長　新留清志　　建築課長　林　弘一　　　　　
都市計画課長　江草敏浩　　同課参事　嘉戸善胤　　同課参事　秋庭伸正　　　　　
土木下水道部長　山口　繁　　同部次長事兼下水道業務課長　石川裕司
同部参事兼道路管理課長　山本博毅　　　
道路交通課長　永田　享　　下水道事業課長　樫本宏充
水道部長　渡辺勝彦　　同部次長兼総務課長　豊田拓夫
同部参事兼浄水課長　池上敦実　　営業課長　小明哲也　　工務課長　末永利彦　　

１．出席した議会事務局職員
事務局次長　川本勝也　　　同局主査　田村信也

１．審査案件（審査順）
議案第　１号　平成２７年度摂津市一般会計予算所管分
議案第　９号　平成２６年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分
議案第　５号　平成２７年度摂津市公共下水道事業特別会計予算
議案第１２号　平成２６年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）
議案第　２号　平成２７年度摂津市水道事業会計予算
議案第１０号　平成２６年度摂津市水道事業会計補正予算（第３号）
所管事項に関する事務調査について
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（午前９時５９分　開会）

○藤浦雅彦委員長　ただいまより、建設

常任委員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は、木村委

員を指名します。

　先日に引き続き、議案第１号所管分及

び議案第９号所管分の審査を行います。

　最初に、一昨日の森西委員の質疑に対

しまして、理事者のほうから答弁の申し

出がありますのでお願いします。

　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　建設常任委員会

１日目で、森西委員の３回目のご質問に

ありました水防団の出動要請が消防団と

回数が異なる、その理由についてお答え

させていただきます。

　まず、出動の回数が異なるのは、水防

団と消防団では出動する基準が違うとい

うことでございます。

　水防団につきましては、淀川右岸水防

事務組合の所管になります。この組合は、

水防法に基づき水防計画を示し、その管

轄区域の水防を十分に果たさなければな

らないとされており、防除する対象河川

につきましては、摂津市に関係する河川

としまして、淀川、安威川、神崎川がご

ざいます。

　水防計画では、水防組織やその行動に

ついても定められており、水防団の出動

についても、水防計画で明記されており

ます。それによりますと、出動準備、出

動の待機の基準が幾つかございます。そ

の中に、淀川、安威川、神崎川におきま

しても、淀川では枚方で、安威川では千

歳橋で、神崎川では三国での、そこの観

測点における水位によって、出動待機と、

その辺の水位がそれぞれ定められており

ます。

　また、消防団につきましては、これは

下水道事業課の所管ではございませんが、

出動準備基準については、摂津市消防本

部より伺っております。それによります

と、摂津市消防団条例があり、その中の

服務の規定により、主に消防活動や水害

のおそれがある際に招集しており、水害

につきましては、昨年は１０月１３日の

台風１９号が接近する際に出動したとい

うことになっております。

○藤浦雅彦委員長　質疑を続けます。　

　弘委員。

○弘豊委員　おはようございます。

　一昨日の委員会で随分と質疑をされて

おりますので、私のほうからは、項目を

絞って幾つかの点でお聞きしたいという

ふうに思います。

　まず、１点目なんですけれども、都市

計画課の一般事務事業、予算概要の８６

ページですが、この中のＰＣＢ廃棄処分

委託料なんですけれども、昨年は、６５

０万円の予算を組んで、補正予算のほう

では、１５０万円減額されてますから、

およそ５００万円というようなことだと

思います。そこでは、コンデンサ等々と

いうようなこと。今回は、安定器という

ことで、処分が北九州のほうまでもって

いかないといけないというようなことを

お聞きしましたが、今回、１，３３６万

７，０００円ということで、割と細かく

金額が出されております。ことし、処分

できるかどうか、まだわからないという

ような中で、こういった金額が出てるん

ですけれども、この金額の算出の根拠と、

保管してあるＰＣＢの廃棄物は、この分

を廃棄できたら、もうそれで終いになる

のかどうなのかというようなことを確認

で聞きしておきたいというふうに思いま

す。

　２点目ですが、予算概要の９０ページ

で、公園維持管理事業、これも先日の議

論の中で出ておりましたが、公園等日常
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点検業務委託料というようなことで、７

７８万７，０００円ということで出てお

ります。これについては、これまでベテ

ランの職員がやられてた仕事の中身です。

退職された後、委託で出して、２名体制

で回られるというようなことも説明があ

りましたけれども、これまで職員の方が

やられてた仕事の中身についてと、委託

にかわられる中で、どういった内容をし

ていただくのかというふうなことを詳し

くお聞きできたらなというふうに思って

おります。

　また、この委託料について、７７８万

７，０００円ということなんですけれど

も、この間、行革というふうなこともあっ

て、なかなか現況の職員が不補充でとい

うようなことの中で、ここの担当課だけ

ではなくて、幾つかの部署でも、職員が

やられてた仕事の中身が委託に切りかわ

るというようなことが続いてますが、そ

うした中で、かえってコストが高くつい

ていやしないかというふうなことなども

議論としては上がってくるかと思うんで

す。その点についての、見解をお聞きし

ておきたいというふうに思います。

　次に、建築課にかかるところで、予算

概要の８８ページ、震災対策推進事業の

部分で、これは要望にしておきたいんで

すけれども、耐震化促進計画、新たに、

ことし、来年にかけてつくっていくとい

うふうなことで、東日本大震災、また２

０年前の阪神淡路大震災の教訓も受けて、

木造住宅の耐震化というようなことを進

めていく取り組みをずっと続けておられ

ます。なかなか９０％の目標というふう

なことについては、厳しい数字でありま

すけれども、その計画をつくっていく中

で、目指していくものがもちろんあると

いうふうに思います。ただ、その耐震化

の中でも、いわゆる木造住宅密集地で被

災したときに避難路が閉ざされる、また

救援に行けなくなってしまうというふう

なことの中から、やっぱり耐震をそこで

きちっとやっていかないといけないとい

うふうな、そういうところの目的という

ようなことがあると思うんで、そういっ

た中で、この間、取り組まれてる耐震が

実際以上、例えば大きな広い密集地でな

いところでの耐震とか、大きい家ばかり

がそういうふうなことになっているのか、

また本当に必要なそういう狭隘のところ

で、この耐震をもっと進めないといけな

いというふうなところで進んでないのか、

そういうふうなところあたりは、また、

きちんと精査もしながら、次の計画の中

で生かしていかないといけない状況であ

るというふうに思います。

　ここではもう、質問はとどめておきま

すので、要望として、ことし、来年また

しっかりとこの計画をつくっていってい

ただきたいというふうに思います。

　続いて、質問は３点目になりますが、

道路管理課にかかわる部分で、予算概要

８２ページ、千里丘駅前広場管理事業で、

今回４００万円ほど増えている中身につ

いて、先日もお答えがあったというふう

に思います。

　橋上通路を含めて、市の管理になった

場合に、この額が想定されるというふう

なことだったと思うんですけれども、今、

その橋上通路にかかわっては協議中とい

うようなことでありますから、その協議

が整わなかったら、この支出がないのか

どうなのか、確認の意味を込めて聞いて

おきたいのと、また、橋上通路の協議は

都市計画課でやられてるということだと

思うんですけれども、もう一つは、市と

して、ここをどうしていきたいのかとい

うふうな部分について、いわゆる担当さ

れてる都市計画課と道路を担当している
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土木下水道部とで、ちゃんと一致して取

り組まれているのかどうか、余りその費

用がかかるようやったら、この深夜帯の

時間だけの開放というようなことは、余

り意味がないんじゃないかみたいなこと

も、この間、委員会の中では議論があっ

たようにも思うんですけれども、やっぱ

りここは、深夜帯も通行できるようにし

たいというふうに思ってるのかどうか、

そこらあたりも、確認で聞いておきたい

というふうに思います。

　４点目になりますが、道路交通課にか

かわってですね。予算概要８０ページで、

交通安全啓発事業の５３０万円の中身の

ところで、運転免許証返納のジャンパー

のことが含まれてるというふうに思いま

す。

　高齢者の運転免許証の返納にかかわっ

ては、各自治体でいろんな取り組みがさ

れてて、摂津市は今年度からジャンパー

をということでやられておりますが、そ

この取り組みで、車の運転をやめられて、

自転車利用のほうにかわっていかれる方、

夜間の安全とかそんなことも意味込めて、

このジャンパーの支給というふうなこと

になったかと思うんですけれども、一方

で、車に乗らなくなったら、移動手段が

自転車にもなかなか乗れないというよう

な方もいらっしゃる中で、以前から私の

ほうから、例えばバスの割引券みたいな、

そういうものの支給というふうなことな

んかも考えられないのかなというふうな

ことを以前、言わせてもらったこともあ

ります。そういった意味では、ちょっと

そこらあたりの検討がないのかどうか、

バスのこの間、議論を聞いていましても、

やっぱり、今、回ってる路線バスが、もっ

と乗車数また利用客をふやしていく、そ

うしたことも大事だというふうに思うの

で、そういったこととあわせて、ちょっ

とお聞きしたいというふうに思います。

　それと、８４ページの予算概要のとこ

ろで、５点目になりますが、別府１７号

線道路改良事業というのが、ここは新規

の項目で入ってます。交通安全対策事業

というふうなことで書かれておりますけ

れども、ここのところ、どういう事業な

のか、少しご説明いただけたらと思いま

す。

　それと、６点目に交通安全対策工事に

かかわってなんですけれども、これは補

正予算の５４ページ、それから、５６ペー

ジにかけて、この交通安全対工事という

のが２６９万円と２６２万６，０００円

と、それぞれ減額補正にあがっています。

あわせて５００万円ほど減ってるんです

けれども、この交通安全対策工事の平成

２６年度分ですね、どういったこと取り

組まれて、これだけ執行差金というか、

残ってるんだと思うんですけれども、そ

の中身をお聞かせください。

　最後、７点目なんですが、下水道業務

課のほうにかかわってです。

　今回の予算には出ていないことなんで

すが、昨年まではクリーンセンター管理

事業というのがあって、クリーンセンター

解体後の土壌汚染の問題が、今どうなっ

ているのかというようなことが気になっ

ていまして、今あの場所は、既に工事が

どんどん進んでて、去年の委員会の際に、

セレンが基準値を超えて残ってる部分に

ついては、当面、手をつけずに置いてお

くというふうなことで報告があったかと

思うんですけれども、その後、特にどう

なったかという報告を聞いておりません

もんで、そこの処分の費用などが、どう

いうふうになったのかなというようなこ

とで、お聞かせ願いたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　最後のクリーンセン

ターの土壌汚染関係の件は、駅前等再開
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発特別委員会の所管になります。それ以

外の答弁求めます。

　それでは、江草課長。

○江草都市計画課長　弘委員の１回目の

答弁のうち、１番目と３番目の質問につ

いてお答えさせていただきます。

　まず、一つ目のＰＣＢ廃棄物につきま

しては、平成２６年度につきましては、

総合福祉会館及び市民体育館から発生い

たしましたコンデンサ及びトランスの処

分をしたものです。その残金を今回、減

額しておるものでございます。平成２７

年度につきましては、今まで計上してお

りませんでした新たに安定器の処分費用

を計上しております。金額につきまして

は、非常に細かい数字ということであり

ますけど、この処分単価につきましては、

先日、ご説明させていただきました北九

州の処分場のほうで１キロ当たりの処分

単価が示されておりますので、その単価

を基準に算出させていただいております。

ちなみに示されておる単価につきまして

は、１キロ当たり３万２４０円という金

額が示されておりますので、それをもと

に予算のほう、算定させていただいて、

要求させていただいております。

　あと、都市計画課のほうで、今、管理

しております総合福祉会館及び市民体育

館の解体で発生いたしましたＰＣＢ廃棄

物につきましては、この安定器が処分で

きましたら全て完了という形になります。

　続きまして、橋上通路につきましての

質問にお答えさせていただきます。

　先日、お答えさせていただいたとおり、

継続的にＪＲと協議を進めておる状況で

ございますけど、今時点、管理区分、管

理責任、その範囲ですごくＪＲ西日本と

摂津市のほうで乖離がある状況でござい

ます。

　都市計画課のほうで、ＪＲ西日本と協

議を進めておりますけれど、その間も道

路管理課のほうとも協議を継続的に進め

ておりまして、２４時間化するというこ

とで、継続的に多額な費用負担が発生す

るということにならないような形の協議

を進めてまいりたいと思っておりますの

で、今後とも引き続き行っていき、問題

解決できましたら、２４時間化、それが

かなわなければ継続的に協議が整うよう

な形で引き続き協議を進めておる状況で

ございます。

○藤浦雅彦委員長　それでは、新留参事。

○新留都市整備部参事　公園にかかわる

質問にお答えさせていただきます。

　公園管理事業で、その中で来年度から

公園等の日常点検業務委託料を７７８万

７，０００円で委託するということで、

これにつきましては、現在のパトロール

業務でございます。まず、これまでの職

員がやっておる中身ということでござい

ますが、ベテランの職員が、一人で都市

公園、ちびっこ広場、緑道等の公園施設

の点検を行い、瑕疵等があった場合は簡

易の補修、簡易な清掃、迷惑行為等があ

れば、注意喚起を促すと、そういうよう

な作業を毎日、点検していただいており

ます。

　月曜日も申し上げましたが、このベテ

ランの職員が今年度で退職されるという

ことで、我々も外部委託をして、安全安

心を図っていきたいという考えでおりま

す。

　委託の中身でございますが、基本的に

現在回ってもらってるパトロール業務を

継続していただきたいと思っております。

ただ、外注するわけでございますので、

日常点検業務のマニュアル、仕様書を作

成しております。それに基づきまして、

２人体制でパトロールをしていただくと。

それで内容としましては、日常点検仕様
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書に基づき回っていただくと。例えば、

原則として月に一度は全公園をパトロー

ルしてもらうと。条例等で規定しており

ます禁止行為等があった場合は、行為者

に対し、説明して理解を求めると。犯罪

のおそれがある状況を目撃した場合は、

直ちに警察、消防等に通報し、市職員に

連絡をしていただくということでござい

ます。

　日々の対応でございますが、現在、道

路管理課のほうでも行われておりますが、

業務従事者はパトロールを開始される前

に、午前９時に公園みどり課窓口に来て

いただいて、巡回箇所の予定を報告し、

市職員の指示を受けて１日の業務予定を

調整するということにしております。そ

して、夕方５時前には日常点検パトロー

ル報告を提出し、パトロール結果を市の

職員に報告をしていただくということを

考えております。

　そして、緊急時の対応につきましては、

常に市職員と連絡がとれるような体制を

とっていただくというような中身になっ

ております。

　それから、委託するということで、コ

ストについてどうなんだということなん

ですが、コストにつきましても、従来は

２名で回っていただいております。最近

一人体制で回っていただいておるんです

が、２名でした場合は、正職員でしたら

一人約７９０万円かかります。今回、委

託した場合は、７７８万円ということで、

２名体制で市職員で行う場合と外注した

場合とでは、約８００万円の減額が生じ

るというふうに考えております。

○藤浦雅彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは、弘

委員の１回目の質問にお答えさせていた

だきます。

　千里丘駅前広場の管理委託料が４０１

万５，０００円増額された内容でござい

まして、一昨日もお話させていただいた

んですけれども、橋上連絡通路が２４時

間自由通路化になった場合のことでござ

いまして、今現在は駅の東口、南側のシャッ

ターが閉まった中で、南側については、

駅のデッキの部分は私どもが清掃等、管

理いたしております。現在は、シャッター

が閉まった中は、ＪＲで清掃と管理はさ

れておるんですけれども、２４時間開放

になった場合には、その通路の部分も道

路管理課のほうでということで、その清

掃費だとかいうものが、平成２７年度か

らは、平成２６年度も途中であればとい

うことで入っておったんですけど、平成

２７年度当初から１年間ということであ

れば、その分が入っております。ただ、

２４時間でなくなった場合、減るのかと

いうお問いだったかと思うんですけれど

も、エスカレーターも動いておりまして、

今年度から道路管理課のほうで、所管い

たしております。エレベーターも本格的

な引き継ぎが終われば、道路管理課にな

るんですけれども、その分は自由通路に

ならなくても、市のほうで管理すること

には違いはございません。ただ、閉まっ

た中での清掃管理は、減額なりというこ

とにはなろうかと思います。

○藤浦雅彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　それでは、弘委員

の１回目の質問に答えさせていただきま

す。

　まず、返納ジャンパーと高齢者対策交

通安全啓発で行っているほか、バス割引

等、高齢者に対応する対策というのは何

かないかというご質問だったかと思いま

すが、まず、平成２６年度において、こ

れまで高齢者の事故の件数が増加傾向に

ありますので、それを歯どめしたいとい

うことで、高齢者の自主返納を促す意味
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でジャンパー支給という対策をとらせて

いただきまして、事故減少が目的であり

ます。その際に、申し込みに来られた方々

にアンケート調査も実施しておりまして、

約８５名ほど、アンケート調査している

中で、回答率が６割程度なんですが、そ

の中では、移動手段としての自動車がな

くなったかわりの移動手段としては、自

転車という回答の方が半数ほどおられま

す。ですので、移動としては、まだ自転

車を利用されている元気な高齢者も多い

のかなというのが、アンケート結果では

出たんですが、バス等の対策につきまし

ては、他市でもいろいろ対策は講じてい

るようではございますけども、まず高齢

者になりますと、福祉の関係だとか商店

関係になりますと、商工労政の関係もご

ざいます。あと、バス事業者のほうの協

力等もございますので、今のところ高齢

者に対するバス利用についての対策等は

考えておりませんが、今後は、そういっ

たものも見据えて検討はしてまいりたい

と考えております。

　続きまして、別府１７号線の工事内容

でございますが、これは別府にコミュニ

ティセンターが建設予定であります。そ

れに伴う道路部分の側溝だとか雨水ます

だとか舗装関係、道路に関する改良の工

事の内容になっております。

　それから、補正の交通安全対策工事の

２６９万円の減額の中身と取り組みの内

容につきましては、まず内容としまして

は、交差点の改良工事が入ってまして、

これは摂津警察、公安委員会のほうで信

号を設置するのに伴いまして、周辺の交

差点の改良が発生する内容を含めた予算

をあげさせていただいております。

　それと、交差点信号のない交差点等で

点滅鋲を設置する内容の予算をいただい

ております。減額については、平成２６

年度においては、点滅鋲の設置をさせて

いただいて、執行はしておるんですけど

も、交差点における信号の設置が平成２

６年度は１か所設置はしておりますが、

その際の交差点改良にかかわる分の工事

がございませんでしたので、その分の減

額をさせていただいてます。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　それでは、最初のＰＣＢ廃

棄にかかわる部分で、先ほどの説明でお

よそわかりました。１キロ当たりの処分

料が３万２４０円ですね。九州まで運ぶ、

その運搬料も結構かかるというようなこ

とでこの１，３３６万円というふうなご

説明だったかと思いますが、１キロ当た

り３万２４０円ですけども、どれぐらい

の量があったのかなというようなことも、

もし把握しておられるでしょうから、そ

このところも教えていただけたらという

ふうに思います。

　２点目の公園等日常点検業務委託料の

件なんですけれども、これまでのベテラ

ンの職員の方が行っていた業務というの

は、パトロール業務だけというようなこ

とでは恐らくないと思うんですよ。パト

ロール業務も行うし、ほかにもやっぱり、

市の職員でやられてる仕事というような

ことはあるかというふうに思うんですが、

全部が全部今回の委託の事業で賄えると

いうふうにはなかなか思えません。以前

は２名で行われていたことを今年度は１

名で、というようなことも今初めてお聞

きしましたけれども、そんな中で、問題

なかったのかなというふうなことも率直

に思います。そういった点では、本当に

これで、これまで行われていた公園の日

常点検業務、これが拡充するというふう

なことにはならないように思うんですけ

れども、そこらあたりの点、もう一度、

お答えいただきたいなというふうに思い
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ます。

　次に３点目の千里丘駅橋上通路の件で

あります。先ほどの答えでなるほどとい

うふうなことであります。やはりＪＲと

の協議の中で、やっぱり多額な費用負担

に市のほうがなってしまうというふうな

ことでありましたら、やっぱりなかなか

本当にどうなのかというようなことも思

います。しっかり協議もしていただいて、

また、安全に利用できる、そういった環

境というのが、整うようでありましたら、

やはり、市民の方に使っていただく、そ

ういうことにもなりますから、交渉のほ

う、また引き続きよろしくお願いしたい

というふうに思います。

　ちなみにエレベーターとエスカレーター

の分ですね、その管理事業でこれが年間

どれぐらいになっているのかというのも

確認で教えていただけたらというふうに

思います。エスカレーターで幾らぐらい、

エレベーターで幾らぐらい、エレベーター

はこの年末についたばっかりで、まだ試

算でしかないと思いますけれども、教え

ていただきたいなと思います。

　４点目の交通安全啓発事業のジャンパー

の件ですけれども、今のお答えでしたら、

車の免許証を返納されて、その後の移動

手段でアンケートに答えられてる方の中

では、半数ほどが自転車に乗りかえてい

るというようなことですけれども、あと

半数の方は、やはり移動手段としては、

それ以外というようなことになろうかと

思うんです。そういった点で、やはりバ

スの件では、もっといろんな点で充実し

てほしいしという要望がたくさん出てま

すし、やっぱりそのためにも利用者が増

えていくというようなことは必須なのな

かというふうに思います。そういった点

では、返納される方に選択できるような、

そういうジャンパーでも、またそういう

バス利用がやっぱり好ましいというふう

に思われる人もいると思いますので、今

後そういったバスありきというふうなこ

とも、一定その分、市のほうが割引率の

分を負担するみたいなことになるんだと

いうふうに思うんですけれども、そうい

う点について、今後、検討していただき

たいというふうなことで、この点はもう

要望としておきたいと思います。

　次の別府１７号線のところですけれど

も、今回、コミュニティセンターを新た

に工事着工していくというようなことに

なりますけれども、その周辺の道路とか

入り口やら、その辺当たりがどういうふ

うになるのかというようなことも、まだ

詳しいところは把握しておりませんから、

何とも言いがたい部分はあるんですけれ

ども、今この時点で、コミュニティセン

ター全体の工事とは別に、ここの交通安

全対策でやらないといけないというふう

なところが、コミュニティセンターの工

事の一環でできないものなのか、どの辺

まで考えておられるのか、今年度、いた

だきました工事予定箇所図には本当にこ

れまでの市営住宅の入り口のところだけ

がポイントとして打ってあったように思

うので、そこらあたりのところが疑問に

思うんですけれども、もう少し詳細に教

えていただきたいなと思います。

　それから、６点目で聞きました交通安

全対策工事のところです。

　当初予算していたものを全部執行しな

いといけないとか、そんなことではもち

ろんないんですけれども、いろいろと改

良の要望が出てる箇所、予算の関係上で、

なかなか今年度は無理とかいうようなこ

ともあったかというふうにも思うんです

けれども、今回は、こういうことで了解

しますけれども、今後さまざまな要望が

ある箇所等の安全対策取り組み、ぜひ続
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けていってもらいたいなというふうに思

います。

　また、関連してなんですけれども、市

のほうで、対策を打てる場所については、

この間もあちこちで取り組んでいただい

ておりますけれども、交通事故の発生件

数調べなども、やられている中で、大阪

府道、幹線道路のところで、やはり事故

は集中してるというふうに思うんです。

大阪府警が出してる交通事故の発生場所

マップで、黄色のマーカーで大阪府道を

色つけましたら、ほぼ８割方がこういう

ところでの事故だと思うんです。そういっ

た点では、大阪府のほうにも、道路の改

善というようなことでは、書面での申し

入れや働きかけもしてもらってるという

ようなことは聞いておりますけれども、

そこらあたりの府の対策、摂津市は優先

順位とか、やっぱりきちんと取り組まれ

てると思うんですけれども、大阪府の姿

勢として、市の働きかけにどう対応でき

てるのかなというふうなことをお聞きし

ておきたいというふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁お願

いします。

　江草課長。

○江草都市計画課長　弘委員の２回目、

ＰＣＢのご質問についてお答えさせてい

ただきます。

　現在、保管しておりますＰＣＢ廃棄物、

安定器につきましては、型番の判別が難

しい、ＰＣＢが含まれているだろうとい

う形のものも含めまして、安定器２１０

台、重さにして約３８０キロを保管して

おります。

　今回それから、九州までの運搬費、約

１９０万円をあわせて計上させていただ

いておるものでございます。これは、搬

出時につきましては、型番の判明が難し

いものにつきましては、専門業者に最終

確認していただいて、ＰＣＢ廃棄物と確

定されたものについて処分場に搬出する

予定といたしております。

○藤浦雅彦委員長　新留参事。

○新留都市整備部参事　公園のパトロー

ルの件でございますが、これまで市職員

１人で入ってやってたと、問題なかった

のかということであったと思いますが、

できれば、最低２名で回るのが我々も１

番いいんですけども、職員の少ない中で

１人でやっていたと。これにつきまして

は、我々、毎朝、公園みどり課でミーティ

ングをやっております。どうしても担当

の方が、その日にこういう補修作業が必

要となり、１人ではしんどいというよう

なことがあった場合は、もう１人職員が

一緒に入り、段取りして、そういう対応

を行っております。

　ですから、今度、外注して２名になる

わけですので、その辺についてはフット

ワーク的にはよくなるのかなというふう

に考えております。

　それから、もう１点、市民の安全につ

いて問題ないのかということでございま

すが、今も言いましたように、１人の視

点で見る２つの目から４つの目にもなり

ますし、４月１日から即、業者に任すん

ではなくて、我々も一緒に最初の一、二

か月は一緒に行って、公園、ちびっこ広

場の状況や地域コミュニティの関係とか

施設の状況とか、そういう関係の引き継

ぎをしっかりと業者のほうに説明する必

要があると思いますので、やはり一、二

か月は、我々が一緒に行って業者と引き

継ぎをやっていくということで、日々に

つきましては、毎日朝と夕、報告を行い、

点検を行っていくということであります。

基本的に現場において瑕疵等、そういう

問題が出てきたときは、市のほうで指示

を行い、きちっと対応をやっていくとい
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うことでございます。

○藤浦雅彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは、弘

委員の２回目の質問にお答えさせていた

だきます。

　エレベーターとエスカレーターの費用

ということでしたけども、一概にそれぞ

れを抜き出すのなかなか難しゅうござい

ますけれども、概算で申し上げますと、

エスカレーター２台、それで年間約３０

０万円程度と、エレベーターはまだ管理

いたしませんけれども、概算で年間、約

１００万円程度というふうに見積もって

ございます。

○藤浦雅彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　それでは、弘委員

の２回目の質問に答えさせていただきま

す。

　まず、別府１７号線の工事内容につい

てでございますが、別府コミュニティセ

ンターの敷地面積にかかる西側の建設予

定地の間口の分のみ、今回計上させてお

りまして、その道路のコミュニティセン

ター側が現在Ｕ型側溝になってます。そ

の側溝をＬ型に改修して、ちょっとでも

道路を広げるというような内容の工事と

なっております。

　それと、府道の事故防止の働きかけに

ついてでございますが、道路の改良につ

きましては、大阪府のほうへ要望内容を

書面をもって依頼しておるところでござ

いますが、やはり府道となりますと、速

度も上がってきますのと、交通量も多い

ということで、事故の絶対数からいくと、

やはり、市道に比べれば府道は多くなる

のは必然的かなとは思うんですが、その

中でも、大阪府警、公安委員会、摂津警

察署のほうで取り組んでる設備関係です

ね、例えば信号機はＬＥＤタイプにし、

視認性をよくするタイプにしたりだとか、

あるいは区画線、道路、横断歩道だとか

停止線だとか、そういった消えかかって

いる分については、その予算の範囲の中

で復旧し、事故減少に努めているという

のは聞いております。

　それと、取り締まり等をして事故防止

の対策を行ってるというふうには聞いて

おりますので、今後も事故防止に向けて

市のほうとしても、要望してまいりたい

と、そう考えております。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　先ほどの質問でＰＣＢの件、

それから橋上通路の件、了解いたしまし

た。

　最後、公園の件、職員の数がどんどん

減っていってということの中で、やむな

くというふうなことに思えてなりません。

そういったことがほかの部署でもいろい

ろと見受けられて、本当にこれで行革の

目指す目的の方向に移っていってるのか

な、どうなのかなというようなことを疑

問に思うのと、これまでの仕事の中身の

面でも、やっぱり、２名体制でやってた

のをやむなく１人でというようなことで

やられてて、そこらあたりのところの職

員１人１人は、ご苦労もされてるという

ふうに思うんですけれども、そんな中で、

仕事の中身が本当に次の世代の職員に引

き継がれていってるのかどうかなという

ようなことも、どうしてもやっぱり、そ

こらあたりは不安に思えてなりません。

マニュアルもつくって、引き継ぎも当面、

４月、５月にやられてというようなこと

も、もちろんしっかりとやっていただき

たいというふうには思うんですけれども、

それで万全というふうに思いにくいとこ

ろもあって、残念だなというふうな感想

をもちます。

　緑の基本計画などでも、公園の位置づ

けなんかも強調されてて、地域との協働
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というようなことの中で、市民の皆さん

にいろいろと、やっぱりご苦労いただく

部分もあるんですけれども、でも、やっ

ぱり市民の皆さんも、そこで公園の管理

や清掃やいろいろやる中で、自分たちが

こういう努力をするけれども、やっぱり

必要なときに職員がきちんと目配りや、

また手助けやそういうようなことをして

くれる、そういう安心感もやっぱり必要

だというふうなことを、何回も声として

聞いたりもします。そういった点では、

今後、また少なくなった職員に対しての

中でというようなことになるかと思いま

すけれども、ぜひぜひ、そういう住民の

皆さんたちと一緒に頑張って、いい公園

づくりを心がけていっていただきたいと

思います。

　あともう一つ、交通安全、交通事故対

策の部分で、市ができる交通安全対策工

事というような部分は限られてるという

ようなことがありますが、大阪府と一緒

に取り組んでいくことというのは、今後

も多くなってくるかというふうに思いま

す。私のもうすぐ家のそばでも、毎年１

回は事故が起こるような、そういう場所

があったりもしてて、府道ですけれども、

どうにかならないのかというような近所

の方の声なんかも聞きます。啓発もして

いるし、構造的に道路の改良までは、な

かなか手がつけれてないというふうな場

所でありますけれども、府道がたくさん

ある中で、危険箇所として把握している

ところもいっぱいあるというふうに思い

ます。ぜひ、そういった点では、今後も

大阪府への働きかけと、それから身近な

生活道路、市民の皆さんが、安全に利用

できるような道路対策に取り組んでいっ

ていただきたいと要望として、私のほう

からは終わっておきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　以上で議案第１号所

管分及び議案第９号所管分の質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午前１０時４９分　休憩）

（午前１０時５１分　再開）

○藤浦雅彦委員長　それでは、再開しま

す。

　議案第５及び議案第１２号の審査を行

います。

　本２件のうち、議案第１２号について

は、補足説明を省略し、議案第５号につ

いて、補足説明を求めます。

　山口土木下水道部長。

○山口土木下水道部長　それでは、議案

第５号、平成２７年度摂津市公共下水道

事業特別会計予算につきまして、目を追っ

て主なものについて、補足説明をさせて

いただきます。

　予算書の１２ページをお開き願います。

　まず、歳入でございますが、款１分担

金及び負担金、項１負担金、目１公債費

負担金は、前年度に比べ１，６８９万６，

０００円の減額となっております。

　これは、吹田市及び茨木市の下水が一

部本市の公共下水道管に流入するため、

両市より当該公共下水道管の起債償還に

合わせて、負担金を徴収しているもので、

負債償還金の減少に伴い、負担金額が減

少することによるものでございます。

　目２受益者負担金は、前年度に比べ３

３７万９，０００円の減額で、これは賦

課面積の減少によるものでございます。

　款２使用料及び手数料、項１使用料、

目１下水道使用料は、前年度に比べ６，

０００万円の増額で、これは平成２６年

度の決算見込みから使用料収入の増加を

見込んだものでございます。

　項２手数料、目１下水道手数料は、前

年度と同額にしております。

　款３国庫支出金、項１国庫補助金、目
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１下水道事業費国庫補助金は、前年度に

比べ、２，９９０万円の増額で、これは、

補助事業の増加に伴うものでございます。

　１４ページ、款４繰入金、項１、目１

一般会計繰入金は、前年度に比べ１５０

万６，０００円の減額で、これは主に使

用料収入の増加に伴うものでございます。

　款５諸収入、項１資金貸付金返還収入、

目１水洗便所改造資金貸付金返還収入は、

前年度に比べ４４万２，０００円の増額

で、これは貸付額の増加に伴う返還額の

増加によるものでございます。

　項２、目１雑入は、前年度に比べ２，

５６９万８，０００円の減額で、これは

高槻市からの三箇牧鳥飼雨水幹線建設負

担金の減少によるものでございます。

　款６、項１市債、目１下水道債は、前

年度に比べ、５，３２０万円の減額で、

これは主に、資本費平準化債、借換債の

減少によるものでございます。

　なお、資本費平準化債の借り換えを除

く実質ベースでは、１６億８００万円で

前年度に比べ４，８４０万円の増額で、

これは主に、流域下水道事業債の増加に

よるものでございます。

　続きまして、歳出でございますが、予

算書の１６ページをお開き願います。

　款１下水道費、項１、目１下水道総務

費は、下水道業務課及び下水道事業課職

員の人件費のほか、節１３委託料では、

地方公営企業法適用支援業務委託料、節

１９負担金、補助及び交付金では、日本

下水道協会などに対する負担金、節２７

公課費では、消費税及び地方消費税でご

ざいます。

　下水道総務費は、前年度に比べ７，８

５８万３，０００円の増額で、これは主

に消費税及び地方消費税の増加によるも

のでございます。

　項２下水道事業費、目１下水道管理費

は、節１１需要費では、下水道施設の維

持管理にかかる消耗品費などでございま

す。

　１８ページをお開き願います。

　節１３委託料では、集中管理室、ポン

プ場設備、親水施設などの維持管理にか

かる委託料、下水道使用料徴収事務委託

料及び管渠の調査委託料などでございま

す。

　節１９負担金、補助及び交付金では、

安威川流域下水道維持管理負担金など、

節２１貸付金は、水洗便所改造資金貸付

金でございます。

　下水道管理費は、前年度に比べ１，６

９０万１，０００円の増額で、これは主

に安威川流域下水道維持管理負担金の増

加によるものでございます。

　目２下水道整備費は、下水道事業課職

員の人件費のほか、１８ページから２０

ページに示しております。

　節１３委託料では、工事設計ほか委託

料などでございます。

　節１５工事請負費では、公共下水道工

事費、節１７公有財産購入費では、土地

購入費、節１９負担金、補助及び交付金

では、安威川流域下水道建設負担金など、

節２２補償、補填及び賠償金では、下水

道工事に伴う水道管などの移設費などで

ございます。

　下水道整備費は、前年度に比べ４，３

２０万３，０００円の増額で、これは主

に公共下水道工事及び安威川流域下水道

建設負担金の増加によるものでございま

す。

　款２、項１公債費、目１元金は、公共

下水道事業債、流域下水道事業債及び資

本費平準化債の元金償還金で、前年度に

比べ４，２４５万１，０００円の減額で

ございます。

　なお、資本費平準化債の借り換えを除

－12－



く実質ベースでは、３２億７６万８，０

００円で、前年度に比べ５，９１４万９，

０００円の増加でございます。

　目２利子は、前年度に比べ１億６５７

万３，０００円の減額でございます。

　款３、項１、目１予備費は、前年度と

同額でございます。

　以上、平成２７年度摂津市公共下水道

事業特別会計予算内容の補足説明とさせ

ていただきます。

○藤浦雅彦委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　森西委員。

○森西正委員　それでは、歳入のほうか

らお聞きをしたいというふうに思います。

　１２ページの社会資本整備総合交付金

ですけれども、先ほど、ご説明いただい

て、補助事業が前年度よりも増加をした

から、本年度ふえておるということであ

りますけれども、もう少し具体的に、ど

ういうふうな中身であるのかというのを

教えていただきたいというふうに思いま

す。

　受益者負担金ですけれども、これは件

数が減ったからというふうなことであり

ますけれども、具体的に件数が前年度が

何件あって、本年度が何件に減少してお

るのか、その点、教えていただきたいと

いうふうに思います。

　続いて、１４ページですけれども、諸

収入で水洗便所改造資金貸付金返還収入

ですけれども、１４６万３，０００円、

現在、貸付金の残高は幾らあるのか、教

えていただきたいというふうに思います。

　返還の件数がどれだけあるのかという

のも教えていただきたいというふうに思

います。

　続いて、歳出のほうにいきますけれど

も、昨年、臨時職員の賃金というのが出

てましたけれども、平成２７年度は出て

おりません。内容を教えていただいて、

業務への問題はないのか、教えていただ

きたいというふうに思います。

　１８ページですけれども、安威川流域

下水道維持管理負担金ですけれども、こ

れは本年度７億６５９万７，０００円で

すかね、昨年は６億８，４８０万６，０

００円ということで増加をしております。

この増加は、なぜ増加になっておるのか、

教えていただきたいというふうに思いま

す。

　続いてですけれども、下水道整備費の

役務費の手数料ですけれども、この中身

ですね、昨年は８３万円で、ことしが２

９６万円ということで、増加をしており

ます。この中身を教えていただきたいと

思います。

　続いてですけれども、１８ページから

２０ページにかけてですけれども、工事

設計委託料です。１，５００万円予算に

上がっております。昨年は、この部分が

７，８６７万６，０００円ですから、か

なりの金額が補正でマイナス１，１５５

万円、そして平成２７年度は、１，５０

０万円というような数字が出ております。

この中身を教えていただきたいというふ

うに思います。

　その次のページの工事請負費です。

　ことしは２億５，９５８万円出ており

ます。昨年は１億８，０５０万円でした。

具体的に増の中身を教えていただきたい

と思います。

　そして、その下、土地購入費１，４２

５万円が出てまして、平成２６年度は５，

０００万円です。補正で３，９２０万円

の減額補正を組まれています。この土地

購入費に関してのその流れですね、具体

的に教えていただきたいと思います。

　その下の安威川流域下水道建設負担金

ですけれども、１億１，４８１万円出て
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ます。昨年が７，８８０万６，０００円

と約半分で、補正でマイナスの１，７４

５万９，０００円の減額補正をされて、

ことしは１億１，４８１万円という増額

予算になっております。その点を教えて

いただきたいと思います。

　その下ですけれども、工水管移設実施

設計負担金、５２２万５，０００円です。

昨年は、ゼロだったというふうに思いま

すけれども、この点を教えていただきた

いと思いますし、その下の物件移転補償

費１５０万円、これもことし１５０万円

出てますが、昨年ゼロであったと思いま

す。その点を教えていただきたいと思い

ます。

　水道管移設替外ということですけれど

も、３，７００万円です。昨年が２，０

００万円で、補正で６６４万円の減額と

なって、ことしで３，７００万円の予算

が上がっております。この流れについて

も教えていただきたいと思います。

　６ページですけれども、地方債のとこ

ろですけれども、ちょっと教えていただ

きたいんですけれども、償還期限が４０

年以内というふうなことになってます。

これは、一般会計のほうの部分では、こ

の辺が３０年以内というふうになってお

りますけれども、この３０年と４０年の

公共下水道は４０年で、一般会計で３０

年という、この償還期限の１０年の差と

いうのを教えていただきたいと思います。

　その下の公営企業借換ですけれども、

この中身、どういうふうなものの借り換

えをされたのか、教えていただきたいと

いうふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁をお

願いしたいと思います。

　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　森西委員の１回

目のご質問についてお答えさせていただ

きます。

　まず、社会資本整備交付金の件なんで

すけれども、これは毎年下水道の工事の

補助の対象、工事の金額によって社会資

本整備交付金のその要求の金額を変えて

おります。今年度につきましては、その

対象金額の工事につきましてが１億５，

３８０万円を見込んでおりまして、それ

についてのその半分の分を今回要求して

いるというような形になっております。

　次に、歳出の臨時職員の件なんですけ

れども、平成２６年度は臨時職員が計上

されていたのが平成２７年度はないとい

うので、支障はないかというご質問につ

いてお答えさせていただきます。

　これにつきましては、臨時職員のほう

ですけれども、過去の下水道の工事の記

録の整理とか、そういうような形で従事

しておりました。これにつきましては、

今年度をもってほぼ終了いたしますので、

その辺の作業がなくなったということで、

今年度、来年度につきましては臨時職員

のほうをとらない状態にさせております。

　次に、下水道整備費の中の役務費につ

いてのご質問についてお答えさせていた

だきます。

　ご質問はほかの土地購入費の分にも関

係はするんですけれども、今回鳥飼上の

一丁目のほうで、昨年度委託した分につ

きましては、下水道工事の計画も予定を

しております。ただ、そこにつきまして

は、個人の土地がございます。その分に

ついてまして、当然同意は得られるか得

られないかという問題もございます、あ

るんですけれども、その分の同意が得ら

れた場合には、そこの施工を進めていき

たいと思っておるんですけど、その場合

には常に用地の買収に係る土地の鑑定費

として役務費を見ておりまして、その後

もう一個、物件の補償につきまして、そ
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こについて土地以外にも建物が建ってお

りますので、その分についての物件の補

償についての手数料というので、役務費

のほうを計上させていただいております。

　それから、工事設計外委託料が前年度

に比べて非常に減少しているというご質

問についてのお答えをさせていただきま

す。

　これにつきましては、昨年度につきま

しては東別府雨水幹線及び三箇牧鳥飼雨

水幹線のＪＲ東海の新幹線の構造下を交

差することが決まっておりまして、その

分のＪＲ東海に対する構造物の影響調査

など、そういうことでの委託などを計上

しておりました。昨年につきましては、

どちらかといいますと昨年のほうが、そ

ういうような特殊な要因がありましたの

で、突発的に金額が多かったような形に

なってます。来年度につきましてはそう

いうような問題がございませんので、新

たな工事を行う分につきましての設計の

委託を行うという形で考えております。

　それから、土地の購入の分につきまし

て、減額は今年度で補正してるんですけ

れども、来年度ふえてるのはどういうこ

とかということなんですけども、今年度

につきましては、その三箇牧鳥飼雨水幹

線のほうで土地を購入する予定をしてお

りましたのと、それから東別府の雨水幹

線のほうで土地の購入をする予定をして

おりました。その分の費用を昨年度は見

込んでおりました。その分につきまして、

ある一定の同意、いろいろ設計の精査と

かしまして、土地の購入の範囲とか、そ

れから金額の査定をした中で、土地所有

者さんの方との協議も行い、それで土地

の購入する範囲と費用が全部決まりまし

た。それによって、今年度についてはそ

れを補正で減額しているところになりま

す。来年度につきましては、また先ほど

申しました鳥飼上のまた別の部分のとこ

ろで考えておりますので、これにつきま

しては関連性はないものでございます。

そのようにご理解していただければと思っ

ております。

　それから、流域下水道の建設負担金の

ご質問についてお答えさせていただきま

す。

　これにつきまして、昨年度につきまし

ても、予算要求の段階では高かったよう

な形にはなってたと思うんですけれども、

大阪府の説明によりますと、やはり大阪

府のほうも国からの補助を受けて、それ

によって建設工事を行っていくという形

の計画をしておりました。しかしながら、

ここの補助金の内示額が大阪府の思って

るほどの予算の金額まで行かなかったと

いうことになっておりましたので、それ

で事業を見合わせた結果、今年度につき

ましては減額の補正をさせております。

やはり、大阪府にとりましては、いろい

ろと事業が進む、計画が進まない状態に

なっておりますので、交付金の内示が要

求額よりも下がっている状態になってま

すのは、ここ続いておりますので、やは

りどうしても早い目にいろいろなことは

していきたいということは言っておりま

す。その中で、やはり大阪府としまして

は今までの、当初からの計画どおり進め

ていきたいということで、要求のほうに

つきましては量が大きくなっております。

それに合わせて私どものほう、市町村の

負担につきましても、その応分の負担を

求められますので、金額のほうにつきま

しては高くなっているというような形に

なっております。

　それから、工水管移設実施設計負担金

の件なんですけれども、これにつきまし

ては東別府雨水幹線のほうにつきまして、

私ども工事の予定のところの、工事を行
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うところの影響範囲のところに、大阪広

域水道企業団のパイ５００ミリの管径、

管渠が埋設しております。これにつきま

して、施工を行うに当たりまして、その

管に非常に影響を与えるということで、

これについての移設についての協議のほ

うを進めております。その分につきまし

て、工事の設計をする分の、５００ミリ

ですので結構大きな管になってますので、

大阪広域水道企業団のほうもすぐに移設

ができるような問題ではないということ

で、あらかじめ移設に関する委託が必要

ということを言っております。これにつ

いての、委託についての費用についての

負担につきまして、企業団との協議はし

ておる中なんですけれども、私どもの場

合は最悪のことを考えまして、私どもの

ほうでも払うことも考えた中で、負担金

のほうを計上させていただいているとい

うことです。負担につきましては、また

大阪府のほうと協議をしながらある一定

の方向、負担のほうは大阪府のほうでやっ

ていただけるというような方向は聞いて

おります。それから、またこれにつきま

しては決まりましたらまた予算措置のほ

うもさせていただきたいかなと考えてお

ります。

　それから、物件移転補償費になるんで

すけれども、これにつきましては、１５

０万円を見ております。これにつきまし

ては、先ほど手数料のところで話をさせ

てもらいました、建物が、土地だけでは

なくて、土地の上に構造物が建ってる分

がありますので、その分の補償をみるこ

とについてのものを計上させていただい

ているという形になっております。

　公共下水道工事の整備費に関しまして

は、先ほど交付金のところでお話しさせ

ていただいていると思いますけれども、

今年度の工事の分につきましての費用を

見込んでおります。これにつきましては、

合流が２９５メートル、分流汚水が５２

７メートル、分流雨水が２８８メートル

の１，１１０メートルの予定をしており

まして、これの分につきましての工事費

用になっております。

　最後に、水道管移設で、この金額につ

いての内容についてのご質問にお答えさ

せていただきます。

　これにつきましては、去年よりは金額

が上がってる形になっておるんですけど、

これは何かといいますと、これは三箇牧

鳥飼雨水幹線のほうにつきまして、一部

工事の立坑のところに、水道管、ガス管

で１５０ミリの大きな管が移設が必要と

なっております。これを工事の中でやっ

てしまいますと、非常に時間がかかりま

すので、先行しまして、移設と仮配を予

定しております。この分が特別に費用が

かかりますので、この分、多い目に予算

の計上をさせていただいています。

○藤浦雅彦委員長　石川次長。

○石川土木下水道部次長　下水道業務課

に係るものにつきまして、まず受益者負

担金の減要因でございますけども、受益

者負担金というのは下水道の整備によっ

て、下水道が使用できる土地、供用開始

された土地について、その土地の面積に

応じて負担金を賦課しているものでござ

いまして、平成２７年度については２６

年度に比べて賦課面積が減少したという

ことから、受益者負担金が減額になって

おります。件数ではなく、面積で算定し

ているということでございます。

　それから、２点目の諸収入の中の貸付

金の残高と、その未済額という内容だっ

たかと思いますけども、貸し付けの残高

としては６５７万円でございます。これ

は平成２５年度末でございますけども、

そのうち３９０万円程度が滞納になって
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おり、差額の２６０万円、これは納期が

到来していないものということでござい

ます。

　それから、流域維持管理負担金の増額

理由でございますけども、前年度に比べ

て２，１８０万円増額となっております。

中央処理区全体で言いますと電力費が上

がってると。量的には２％程度減ってる

んですけども、電力単価が１．４円程度

上がってると。これによって、全体の電

力費が４，２００万円の増額となってお

ります。これも中央処理区全体でござい

ます。さらに燃料費の増額、コークスの

単価が１円程度上がっているということ、

こういったことも増要因となっておりま

す。さらには点検委託費、運転の委託費

でございますけども、労務単価が上がっ

ておりまして、これが９，０００万円ぐ

らい、中央処理区全体では上がっている

ということでございます。こういったこ

とで中央処理区、中央水みらいセンター

の経費が上がったことに加えて、本市に

おきましては味舌ポンプ、それから摂津

ポンプがございまして、味舌ポンプでは

雨水除塵機の補修というのが新たに発生

しております。摂津ポンプ場におきまし

ても、雨水ポンプのディーゼルエンジン

の点検、点検費がふえてるということか

ら増額となっております。

　地方債でございますけども、償還年限

が４０年になってるということでござい

ます。これは国のほうにおいて、これま

では３０年ということだったんですけど

も、地方公営企業債につきましては、企

業債の償還期間と耐用年数との間に差が

あると、耐用年数が５０年と言われてる

ところを、償還期間としては３０年とい

うことになっておりまして、その差が構

造的な資金不足の要因になってるという

ようなことが言われておりまして、この

ギャップを縮小するために、平成２７年

度以降の財政融資資金について償還年限

が３０年から４０年に延長されるもので

ございます。

　それと、借換債の中身でございますけ

ども、平成１６年度から資本費平準化債

を発行しております。これは１０年目に、

１０年で４２％、据置期間３年間ありま

して、残り７年間で毎年６％の負担金を

返還していると。１０年間で４２％の償

還、１０年目に残り５８％一括償還なり

ます。一括償還する財源として、この借

換債を発行してるということでございま

す。平成２７年度につきましては平成１

７年度の発行額が平成１６年度より減っ

てるということからこの借換債の発行額

も減っているということでございます。

○藤浦雅彦委員長　森西委員。

○森西正委員　それでは、２回目させて

いただきたいというふうに思います。

　まず、社会資本整備総合交付金ですけ

れども、下水道工事の金額に応じてとい

うことでありますけれども、この歳出に

おいて、今回の予算書においては、どの

部分が該当してくるのか、教えていただ

きたいというふうに思います。

　それと、下水道全般のことですけれど

も、公共下水につなげてないところです

ね、以前からどのように普及を広げてい

くかというふうなことが課題になってお

りますけれども、汚物処理として、公共

下水があって、浄化槽があって、くみ取

りがあるというふうなことでありますけ

れども、その汚物処理を、どういうふう

に市として考えていくのかというのを、

考えをお聞かせいただきたいというふう

に思いますし、平成２７年度の普及率で

すね、公共下水道の普及率は何％になる

のか教えていただきたいというふうに思

いますし、実際に道路の下に管が通って
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て、実際に何％の人が公共下水につなげ

ていない方がおられるのか、教えていた

だきたいというふうに思います。いわゆ

る浄化槽、くみ取りが結局何％あるのか

というふうなことを教えていただきたい

というふうに思います。

　それと、安威川流域下水道の件ですけ

れども、電力が上がってコークスも上がっ

てるというふうなことでありますけれど

も、これは組合の議会があるときと、今

現在と、摂津市からの負担をしている金

額というのはどういうふうに変化をして

いるのか、教えていただきたいというふ

うに思います。変わらないのか、増加し

てるのか、減少してるのか、教えていた

だきたいというふうに思います。

　それと、企業債の件ですけれども、借

換債をしたときと、借換債をせずにその

まま返済をしたときとの差はどの程度の

利息差が生じるものなのか、教えていた

だけたらというふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁をお

願いいたします。

　石川次長。

○石川土木下水道部次長　本市の汚物処

理ということで、くみ取り、浄化槽、下

水道がある中で、本市の考え方というご

質問でございますけども、本市は市域全

体を最終的には下水道で整備をしていこ

うというふうに考えております。普及率、

水洗化率については、後ほど事業課のほ

うから答弁をいたします。

　それと、流域下水道の組合時代と現在

でどういうふうに負担金が変わったのか

というご質問でございますけども、効果

額として大体年間４，０００万円ぐらい

減っていると考えております。議会にか

わる組織として、協議会という組織が立

ち上げられておりまして、その下に幹事

会、実務者会というような会もございま

して、我々がそこに出席していろいろ意

見を述べているという状況でございます。

　それから、起債の借換債の効果額でご

ざいますけども、平準化債の効果額、借

換債の効果額ということで、借換債を発

行しなければならない状況であるという

ことです。その借りかえをしない場合に

は、元金の５２％の残元金を一括で支払

わなければならない、その財源が使用料、

一般会計繰入金で賄えないという状況で

ございますので、借換債を発行してると

いうことでございます。平準化債の利率

につきましては、平成２６年度は０．３

４％と、利率としては大変低利で借りら

れてるという状況でございます。

○藤浦雅彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　森西委員の２回

目のご質問についてお答えさせていただ

きます。

　まず、社会資本整備費がどちらのほう

に行くかということなんですけども、こ

れにつきましては予算書２０ページの下

水道整備費の公共下水道工事、このほう

に全部充てがわれていきます。

　それから、平成２６年度普及率に関し

ましてですが、普及率に関しましては、

平成２５年末で９８．４％となっており

ます。今年度末で恐らく０．２％ほど上

昇するのではないかというような形で考

えております。

　それから、公共下水道管ができて排水

設備がどれぐらいできてるかという、水

洗化率ということなんですけども、これ

につきましては９５．２％、昨年の末の

数字になっております。

○藤浦雅彦委員長　森西委員。

○森西正委員　ご答弁いただきまして、

まず水洗化率ということでありますけれ

ども、最終的に１００％公共下水道をつ

なげていくということでありますけれど
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も、ご努力はされてると思うんです。以

前からの議論もされておりますけれども、

例えば公共下水につなげてない場合に、

違う形で何か反対に負担をしていただく

とか、そういうふうな考えというのはで

きないものか、今のその制度の中でしか

行うことはできないのか、お聞かせいた

だきたいというふうに思います。

　それと、借換債の件ですけれども、今

現状としては、これは０．３４％ですか

ら、かなり低い金利であります。一括償

還という問題がありますけれども、やは

りこの市民の税金なり、もしくは徴収を

された使用料をその利息に対して支払っ

ていくというのはやっぱり極力避けてい

くべきだろうというふうに思います。今

回でもかなりの金額の利息を支払ってい

かなければならないというふうなことで

ありますけれども、その分の利息がなけ

れば、ほかの事業に回すことが可能な金

額でありますから、今は利息が低利息の

時代ですから、やはりその点はうまく活

用して、高利息のときには極力起債を行

わない、利息を発生するようなことをさ

せないというような、そういうふうな取

り組みをぜひとも今後考えていただきた

いというふうに思いますし、これからも

この借換債というふうなこととか、資本

費平準化債がありますけれども、そうい

うふうなところですね、今後もシフトを

考えていかれるのか、お聞かせいただき

たいというふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　森西委員の３回

目のご質問にお答えさせていただきます。

　水洗化をされていないところにつきま

して、何かその負担を強いることができ

ないかということの内容のご質問につい

てお答えさせてもらいます。

　まず、公共下水道が整備されますと、

供用開始という形で公共下水道が使えま

すよという告知のほうをさせていただき

ます。この後から、下水道法におきまし

てくみ取りのときは３年、浄化槽につき

ましてはできるだけ速やかにという、そ

のように水洗化をするように促す、水洗

化するようにというような取り決めがあ

りますが、そこには罰則規定がございま

せん。私どもにつきましてもできるだけ

説得をしながら、下水道を使うと便利で

すよとかいうような形でのご説明で、ど

うしても住民の方々にご理解をしていた

だくという形の方法しかちょっととれる

のはないのかなと、今のところは考えて

おります。

○藤浦雅彦委員長　石川次長。

○石川土木下水道部次長　借換債、資本

費平準化債の考え方なんですけども、資

本費平準化債、これも本来であれば起債

償還に合わせてきちんと繰入金なり使用

料で返済できればベストなんですけども、

使用料収入と繰入金では今の公債費を全

て賄うことができないと。こういう状況

で、平成１６年度以降平準化債を発行し

てきていると。大体使用料収入が１９億

円前後で、繰入金についても２０億円前

後というようなことで、使用料収入につ

いては今後も大幅な増加というのはなか

なか見込めない、節水意識の定着という

こともございます。水需要が減少してい

るという中で、現状の水準を維持してい

くのも厳しいのかなとは思っております

けども、使用料についてはそんな状況で

す。また繰入金につきましても、２０億

円を超えるような繰り入れというのは財

政方からも非常に厳しいと言われており

ます。こういった中で、公債費を賄うた

めには平準化債に頼らざるを得ない状況

であると。本市の中期財政見通しにおい

ても、この平準化債の発行というのが前
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提となっているということでございます。

確かに、平準化債なり借換債を発行すれ

ばそれに伴う利息というのは発生はして

きますけども、今言いましたように、発

行せざるを得ない状況であるということ

でございまして、もちろん高利になって

きて利率が今後上がっていって、起債で

賄うのかそれとも当該年度の繰入金であっ

たり使用料で賄うのか、そういった判断

は今後していく必要があるんですけども、

少なくとも今の状況ではこういったもの

に頼らざるを得ないということでござい

ます。

○藤浦雅彦委員長　森西委員。

○森西正委員　最後に、水洗化率ですね、

１００％目指して、先ほど罰則規定がな

いというふうなことでありますけれども、

今、高齢化になりまして、やはり経済的

な負担がかなり厳しかったり、貸してお

られる借家もかなりあったり、空き家と

いうような問題も出てきております。今

まで水洗化されてないところが、そした

ら今後水洗化に向けてというふうなこと

に、なかなか厳しい状況がますますふえ

てくるのかなというふうには思いますの

で、何らかの違う対策なり考えなり、も

しくはできる限りの制度を考えていかな

ければ、水洗化１００％というのはなか

なか厳しい状況ではないかなというよう

に思いますので、私も今こうだというふ

うなそういうふうな知恵を持ち合わせて

はないんですけれども、何らかの１００

％に向けての制度なり考えをぜひともあ

らゆるところから探って、考えていただ

きたいというふうに思います。

　起債に関してですけれども、やはり先

ほども言いましたけども、利率の低いと

きには、やっぱり活用をしても、利息と

いうふうなことからすると市民への負担

というのも少ないと思います。

利息が高くなってくると、その分という

のは後年に市民への負担というふうな部

分が出てきますので、その点は計画を十

分に考えていただいて、取り組んでいた

だきたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いします。

○藤浦雅彦委員長　次に、野原委員。

○野原修委員　おはようございます。

　数点、質問させていただきます。まず、

予算書５ページの債務負担行為の地方公

営企業適用支援業務委託料１，８６０万

円、この公営企業適用支援業務委託事業、

この業務の内容ですね、どういう内容な

のか中身を教えていただきたいと思いま

す。

　続きまして、債務負担行為のその下の

工水管移設実施設計負担金事業７４２万

５，０００円、その下の工水管移設施工

検討設計負担金事業の１，９８０万円、

今、樫本課長のほうから、森西委員の質

問のところで、移設のところで５００ミ

リ管にかえるとか、そういうふうな少し

答弁があったんです、この中身を教えて

いただきたいと思います。

　続きまして、地方債の話も出ましたけ

ど、３０年から４０年、平成２７年度か

らそういう形で今まで３０年償還やった

ものが４０年になるという形で、４０年

になればそんだけ利子も高くなってきま

すから、毎年払う金額は低くなってくる、

この辺で今後どういう形をとってから、

もちろん検討された中で一番有利なそう

いう方法をとっていかれると思いますが、

この辺に３０年から４０年になった形の

中での今後の検討していく内容をちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。

　続きまして、予算書１９ページのせせ

らぎ水路等清掃委託料の１１２万５，０

００円の内容をお聞かせください。

　続きまして、１９ページの水質分析委

－20－



託料２４７万円の内容をお聞かせくださ

い。

　７番目として、下水道管渠内調査委託

料１，０００万円の内容をお聞かせくだ

さい。

　続きまして、先ほども出ておりました

が、安威川流域下水道維持管理費負担金

の７億６５９万７，０００円の内容であ

りますが、この下水道費の中の６２億円

の中で、公債費を省いた中で１６億円が

下水道費の中の７億円が流域の負担金に

なってます。大変大きな金額になってお

ります。今までは大体６億円ぐらいでお

さまってたものが、今回初めて７億円に

アップされたという形で、電力機器とか

ポンプ点検費とか、それぞれあろうかと

思いますが、今後の中での方向として、

もちろんいろんな形で提案なり発言もさ

れていってるかと思いますが、この辺の

考え方、今言ったような大体１６億円の

中の占める７億円という大きな金額になっ

ておりますので、その辺の当市の考え方

をお聞かせいただきたいと思います。

　それから、補正のところで、１１ペー

ジの雨水幹線建設負担金が２，４５６万

円マイナスになっております。それと、

安威川流域下水道負担金精算返戻金が６，

０００万円増えています。この内容をお

聞かせください。

　続きまして、当市の雨水整備の計画、

今後の方向性をお聞かせください。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁をお

願いいたします。

　石川次長。

○石川土木下水道部次長　下水道業務課

にかかわる内容についてお答えさせてい

ただきます。

　まず、地方公営企業法の適用に向けた

支援業務委託の内容というご質問でござ

いますけども、大きく分けまして、一つ

は資産調査評価業務というのがございま

す。平成２４年度に、平成２３年度以前

の資産については一度評価しております

けども、平成２９年度の法適化というこ

となので、平成２９年度時点の再評価と

いう業務に加えまして、平成２４年度か

ら平成２８年度に取得した資産の調査評

価業務、これがまず一つでございます。

　２点目としましては、支援業務という

ことなんですけども、企業会計になると

いうことで、予算科目であったり、勘定

科目の設定、さらには経営計画の策定、

それから条例、規則等の制定等がござい

ます。さらに、法適用年度の予算調整、

それから開始貸借対照表の作成ですね、

それから特別会計の打切決算ということ

で、こういった業務について支援をして

いただこうと。

　３点目は会計システム、固定資産管理

システム等の導入というのがございます。

こういった内容で委託をしたいと思って

おります。

　２点目の、地方債の関係でございます

けども、現在わかっておりますのが、償

還年限が３０年から４０年に延びたと。

それ以外の情報というのが入ってきてお

りません。３０年と４０年で利子がどの

程度変わるのかというのもちょっと今の

段階でははっきりわかっておりませんの

で、今後、総務省等からそういった情報

が入りましたら、４０年以内ということ

ですので、何年の期間にするのか、こう

いったことを今後検討していきたいと考

えております。

　それから、流域の維持管理負担金でご

ざいますけども、委員言われますように、

６２億円の予算の中で公債費が４０億円

以上で、この流域の管理負担金が７億円

ということで、大変大きなウエートを占

めておりまして、本市の下水道事業に大
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きな影響を及ぼしているというものでご

ざいます。これについては、先ほど言い

ましたように施設の老朽化等による補修

工事が増えてきてるということ、さらに

は電力単価が上がってきている、さらに

燃料費も上がってるというような状況か

ら、平成２７年度に初めて予算ではござ

いますけども７億円台になったと。今後

でございますけども、大阪府のほうでも

いろいろ維持管理コストの削減等に努め

ておられまして、そういった中で、向こ

う５か年でございますけども、これは当

市の負担金という形では、提示がされて

いないんですけども、中央処理区全体で

大体このぐらいで推移していくというよ

うな予想を立てておられます。その中で

は、おおむね現状程度の維持管理費とい

うことで、本市の負担金もほぼ７億円前

後で推移していくのかなと考えています。

平成２７年から３１年度までの５か年で

の維持管理費というのが提示されてるん

ですけども、大体３４億３，１００万円

から３７億２，４００万円、この間で推

移するということで、だんだん上がって

いくということではなくて、３７億円が

平成２７年度で、それからいけば平成２

７年度以降は若干下がっていくのかなと。

ただ、当市の負担金というのはこれに比

例はしておりませんので、はっきりとは

わかりませんけども、大体７億円前後で

あろうというふうに考えております。

○藤浦雅彦委員長　いけますか。

　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　野原委員のご質

問について、下水道事業課に係る分につ

いてお答えさせていただきます。

　まず、債務負担にかかわります工水管

移設実施設計負担金事業及び工水管移設

実施設計負担金の二つについての内容に

ついてお答えさせていただきます。

　まず、工水管移設実施設計負担金と申

しますのは、これは森西委員の質問にお

答えさせていただいたとおり、大阪広域

水道企業団の水道管の５００ミリの移設

にかかわる委託の費用になっております。

これにつきまして、全て大阪広域水道企

業団ほうで発注する形になっております。

それで、今年度半ばから発注しまして、

来年度の半ばぐらいまでの計画になって

おります。その中で、来年度に費用が成

果としてできたものについては来年度支

払うということで、このうちの一部を来

年度の予算の中に入れさせていただいて

おります。

　次に、工水管移設実施設計負担金事業

なんですけども、これにつきましては、

移設の場所につきましてやはり先ほども

話をさせてもらったとおり、ＪＲ東海の、

新幹線の高架下を越す部分がございます。

この分につきましては、私どもの下水で

もさせてもらったとおり、ＪＲ東海のほ

うからいろいろ建物の影響調査をしなさ

いということを言われてます。これはま

た新たに、別に発注をしなくてはいけな

いという形になっておりまして、この分

については来年度の後半ぐらいに発注を

して、再来年度いっぱいまでかかるとい

うようなことも聞いております。その分

については、債務負担で上げさせていた

だきまして、再来年度の予算で支払うと

いうような方向では今考えております。

ただ、先ほどもこの２点、両方とも先ほ

ども話させてもらったとおり、負担につ

きましては大阪広域水道企業団と協議を

しておりまして、話の内容が決まりまし

たら、私どもの負担がなくなるとかいう

形になりましたら、これは予算措置のほ

うを改めてさせていただきたいかなと考

えております。

　次に、せせらぎ水路等清掃委託料につ
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いての内容をお答えさせていただきます。

　これにつきましては、ガランドのせせ

らぎ水路清掃や施設の簡易の修繕の維持

作業を業務委託しているものでございま

す。

　次に、水質分析についての委託料につ

いてのご質問についてお答えさせていた

だきます。

　これにつきましては、下水道法及び摂

津市の下水道条例に基づきまして、水質

の規定がされて排出の水質の確認をして

おります。これは排出の水質の規定があ

りますので、これにつきましては１０地

点につきまして、月例及び重点的に調査

をして、毎月その水質の把握をしている

というようなものの委託でございます。

　次に、管渠内調査なんですけれども、

これにつきましてはもう下水道の管が埋

設されてから古いところで４０年を超え

ているようなところもございます。これ

らについては、管渠の中の状態を把握す

るために調査をさせていただいておりま

す。これにつきましても、今年度につき

ましては正雀の三丁目と四丁目のほうを

やらせてもらいました。まだ調査結果の

ほうは出ておりませんけれども、この結

果次第によりましては調査箇所につきま

して正雀のほうをもうちょっとやってい

くか、あるいはまた別の埋設年度の古い

ところをやっていくかというようなこと

を検討していきたいかなと考えておりま

す。

　続きまして、雨水幹線の負担金が減額

しているという内容についてのご質問に

お答えさせていただきます。

　これは、三箇牧鳥飼雨水幹線にかかる

費用でございまして、これは排水の面積

が摂津市と高槻市の割合で、高槻市から

約８３．５％ほどいただいております。

これにつきましては、雨水幹線のほうが

これもちょうど新幹線を越す府道茨木寝

屋川線の下を走りますので、新幹線を交

差する状態になっています。当初はＪＲ

東海のほうからそれについても構造物の

影響調査をしなさいというご指示をいた

だいておったんですけども、埋設地の詳

細が決まりまして、これをＪＲ東海のほ

うに持っていきますと、構造物とその管

渠の埋設位置が離れてるということで、

その調査の必要がなくなったということ

になってます。それにつきまして、そこ

の分の委託をやめました。それによって、

高槻市からいただく負担金の費用も減っ

たというようなものが大きな原因になっ

ております。

　続きまして、雨水整備についてどのよ

うに考えてるかということについてお答

えさせていただきます。

　今、私どもとしては東別府雨水幹線と

三箇牧鳥飼雨水幹線のほう、これが一番

雨水管としては大きなものになってます。

まず、これをまずやり終えるというのが

一番大きな命題にはなってます。ただ、

それ以外にやはり小さなところ、小口径

でも今すぐに整備をして投資効果の大き

いところだとか、あるいは浸水が頻出し

てるところにつきましては、できるだけ

整備のほう、これとは別にですけども、

進めていきたいと考えております。

○藤浦雅彦委員長　石川次長。

○石川土木下水道部次長　下水道業務課

にかかわる質問のうち、流域下水道負担

金精算返戻金の答弁が漏れておりました

ので、お答えさせていただきます。

　これは平成２５年度の流域の維持管理

負担金でございまして、本市は大阪府の

決算後に差額がある場合には翌年度に返

還されるということになっておりまして、

６，０００万円の返戻金があったわけで

ございますけども、その理由でございま
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す。１点目、電力費の減でございます。

これは使用量の減、さらには電力単価が

補正時の見込みを下回ったということに

より、電力費が減額になっております。

　２点目としましては、委託費の減がご

ざいます。これは施設の点検委託で、こ

れは業者に委託してるわけなんですけど

も、落札差金等によって減額となってお

ります。

　３点目には、補修費の減がございます。

これは一つには落札差金ということもあ

るんですけども、味舌ポンプ場におきま

して、雨水の沈砂池の機械設備、これを

平成２５年度に実施予定でございました

けども、入札の不調ということで、当該

年度に実施できなくなったと。これが翌

年度に回ったというようなことから、こ

ういった計画の見直しに伴う補修費の減

額というのが発生しております。こういっ

た内容で、精算返戻金が発生しておりま

す。

○藤浦雅彦委員長　野原委員。

○野原修委員　公営企業適用支援事業の

内容は平成２８年度で１，８６０万円出

て、これは会計システムということで、

一括で本年度でできないのか、もしくは

今ご説明のような、在庫とかいろんな形

のもので平成２８年度も２か年で続いて

やらなければならないものなのか、その

辺の内容をいま一度教えていただきたい

と思います。

　工水管移設実施設計のところは、企業

団との今後の話し合いという、その辺の

推移を見てこの債務負担行為がなくなる

可能性もあるという理解でわかりました。

　続きまして、地方債の今後３０年、４

０年以内という形のところで、今までど

おり３０年でそういう形のやっていくと

いう形のものも含めた中で、今後検討し

ていくということは理解できましたので、

結構です。

　続きまして、せせらぎ水路等清掃委託

料のところであります。これはもう過去

からずっとせせらぎ水路のところでの、

今までの委託のところが、私が建設常任

委員会に入ったときは５００万円から３

００万円になり、今１００万円台まで抑

えられてきたという、いろいろな努力で

今こういう形になっているのは一定理解

しております。その中で、これは年４回、

地域の方と一緒に職員の方も出られて、

このせせらぎ水路の美化運動に協力して

いただいて、汗をかいていただいてるの

は、まさにこれは協働という形の一つの

モデルにもなろうかと思います。これは

もともと摂津市が大阪府下で初めて、そ

ういう下水を使った中で、そのせせらぎ

水路にそういう形のものを活用するとい

う取り組みでやられたもので、それを地

域の方で守っていただいてるというもの

は理解しております。そういった中で、

美化運動の中で、これは公園みどり課の

ほうも一緒とも、水平連携で話し合いは

してもらってると思いますが、地域の方

があそこの草花とか、その辺をそれぞれ

自主的に手入れしてもらってる方も多く

おられますので、この辺の考え方で、箕

面市のほうなんかは、この道は市民の方

が管理していただいてます、という看板

を設置してます。掃除なんかはアドプト

ロードとかいろんな形はありますが、せ

せらぎ水路も、あそこは地域の方がそう

いう形で見てもらってますので、一つ市

民の方が管理してもらってるというよう

なＰＲできる看板みたいなね、そういう

形のものを一定考えられるか考えられな

いか、その辺の考え方をお聞かせいただ

きたいと思います。

　続きまして、水質分析委託料のところ

で、ガランド水路はもう１７万円で水質
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管理なんかの予算も出ておりますし、あ

と残り１０か所のところでいろいろ水質、

それぞれあそこは機械みたいなのを多分

置かれて、それを毎月委託で点検で回ら

れてるのか、今高層マンションとかいろ

いろなマンションでディスポーザーです

かね、生ごみ処理みたいな形で下水に流

せるという形のそういう施設も大分普及

されてますが、ああいった形で下水も汚

れるとかいうような形であろうかと思い

ますが、南千里丘のところなんかも新し

くできてると思います。その辺の水質管

理のチェックなんかはどうされてるのか、

その１０か所地点以外のところでもそう

いう抜き打ちみたいな形でほか検査され

てるような形は、市独自でそういう形を

やられているものがあるのかどうか、お

聞かせいただきたいと思います。

　それから、下水道管渠内調査、これは，

０００万円で毎年上げられてるんですけ

ど、これは一番肝心なところで、目視で

そういう、まず表面から見るということ

はなかなかできないので、これは管渠内

にカメラを入れられて、古いところから

順次見ていかれると思うんですが、これ

は１，０００万円の費用では大体距離に

して何キロぐらいの距離を見ていかれる

のかという形のところで、やはりもう耐

用年数も相当来てる管もあると思います

し、その辺は先ほど課長の答弁のところ

で、順次優先順位をつけながら入れられ

てるとは思うんですけど、今回は正雀の

ほうで本年度はやられたという形はある

んですけど、その優先順位のつけ方なり、

あとその耐用年数来てるところ、それで

この予算的に１，０００万円で本当に適

正なのか、本来はもっとつけて早くそう

いう形のことを、事故が起こる前にいろ

んな形でそういうところ手を打っていく

という形の予防という形でやっていくに

は、この予算では少ないような気がする

んですけど、その辺の考え方を教えてい

ただきたいと思います。

　続きまして、流域の負担金のところで、

それぞれご苦労というか提案はしてもらっ

てると思うんですけど、中央のほうでも

負担金のほうは今ここあと５年ぐらいは

変わらないという形はあろうかと思いま

すが、提案の中で今我が市でも第５次行

革という形でいろいろ取り組んでおると

ころでありますが、そういった提案を中

央のほうにも本市からもされてるのかど

うかというとこら辺をお聞かせいただき

たいと思います。

　それから、補正のところの返戻金のと

ころと負担金のところはそれぞれ理解で

きましたので、結構です。

　１点だけ、流域下水道負担金精算返戻

金のところで、計画があったが入札のと

ころで不調に終わったというところで、

それが来年度、再度不調にならないのか

どうか、その辺の見通しというものをお

聞かせいただきたいです。

　それと、雨水整備の話ですが、この雨

水整備に関しては合流と分流と以南と以

北といろいろそれがあって、雨水整備が

それぞれまだ５０％台で、なかなか進ん

でいかないという形のところで、この辺

と内水対策の全部が一気に雨水整備が進

んでいかない、それに対する内水対策の

並行しての対策なんかをお聞かせいただ

きたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　暫時休憩します。

（午後０時　６分　休憩）

（午後０時５８分　再開）

○藤浦雅彦委員長　それでは再開します。

　答弁を求めます。

　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　野原委員の２回

目のご質問につきまして、お答えさせて
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いただきます。

　まず、ガランド水路の遊歩道のところ

に、地域の住民に皆様方が、清掃活動も

されています。その辺のようなことのア

ピールできるような看板が、できるかど

うかというご質問についてお答えさせて

いただきます。あそこには、いろいろ車

の乗り入れはするなとか、ごみは捨てる

なとかというような看板も掲げている状

況があり、そこに看板をやることにつき

ましては、前向きに考えていきたいと思

います。ただ、景観とかその辺のことも

ありますので、バランスも考えながらやっ

ていきたいと思いますので、それはまた

住民の方々、あるいは委員とご相談しな

がらまた前向きに考えていきたいかなと

思っております。

　それから、水質分析についての件につ

いて、お答えさせていただきます。先ほ

ど私ども、１０か所の水質分析をしてる

とお答えさせていただきました。年間を

通じて行ってるのはその１０か所やって

おります。後また２３か所、事業所の近

くのところで水質分析、事業の委託の内

容の中で追加でさせていただきたいと思っ

てます。

　それから、ディスポーザーとかいろい

ろあります。水質について、いろいろ調

査のほうをしているのかどうか。考えて

いるのかどうかというご質問なんですけ

れども、過去にですけれども、ディスポー

ザーではございませんが、この水質分析

委託料の中には、今度、決められた箇所

を水質の分析をする以外に、必要に応じ

て、この箇所ごとで発注する分のお金も

持っております。それが、ない場合は補

正で落としていってるというような形で

やっております。過去でも、平成２３年

か２年だったと思うんですけど、１回ど

うしても測らないといけないことがあり

ましたので、特別にというか新たに、そ

こで発注した経緯もございます。今のと

ころ特にディスポーザーに関して水質悪

化のおそれがあるとかいうことは、私ど

もでもちょっと認識はしておりませんし、

近隣の市町村のところでもいろいろ話を

する中でも、その話はまだちょっと私ど

もの耳には入っておりません。ですが、

その辺は柔軟にそういう予算も持ってお

りますから、柔軟にその辺を考えていっ

てもいいのかなというのが考えていると

ころでございます。また、来年度以降考

えていきたいかなと思っております。

　それから、管渠内調査についてのご質

問でございます。距離にしてどれぐらい

なのかというご質問ですが、約５，６０

０メートルほどさせていただいておりま

す。これにつきまして、調査の内容なん

ですけども管径が８００ミリ以上は目視

になります。８００未満ミリについては、

カメラ調査という形になっております。

ちなみにですが、８００ミリ以上は１，

６６０メートルほど。それで、８００ミ

リ未満が４，０００メートルほどとなっ

ております。ですので、これ当然管径の

大きさによってメートル当たりの単価も

変わってきますので、今一定の金額で発

注をしておりますけれども、調査延長に

ついては、一定にはならないということ

になっております。それで、優先順位の

つけ方なんですけども、やはり基本的に

はかねてよりもいろいろご指摘をいただ

いている長寿命の兼ね合いもございます

ので、やはりどうしても管渠の一番埋設

の古いところから、しかもその古い地域

のなおかつ一番最初にやってるところは、

どうしても管の大きいところになります

ので、その辺をターゲットに調査のほう

は進めて行くように去年及びことしにつ

いても、そのような観点で調査はさせて
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もらっております。

　ただ、昨年の委託の結果では、管渠の

調査したところ、その古いところにつき

ましては、それほどまだ劣化が認められ

てないという調査の結果にはなっており

ます。ですので、それ以外にちょっと別

のところでいろいろな破損になって、つ

まり雨水管なんですけども、雨水管のと

ころちょっと一部では、破損が見受けら

れるところがありますので、その辺とこ

とも並行しながら調査はしていこうと考

えております。ですが、優先順位につき

ましては、やはり埋設年度の古いところ

とちょっと埋設年度は比較的新しいんで

すけども、状態があまりよくないと思わ

れるようなとこを、過去の調査結果から

調査するという二つの考え方で、進めて

いっているところでございます。

　それで、毎年のこの予算規模では、予

防にはどうなのかというご指摘につきま

しては、私どもとしましても、できるだ

け多く調べたいのはあるんですけれども、

少なくとも長寿命化のほうに関しまして

はですけども、状態がそれほど先ほども

お話させていただいたとおり、悪いとこ

ろが余りありませんので、今の時点では、

その辺のことに関して、予算要求という

形の考え方はもっておりません。今のま

ま、少なくとも今のままでは、維持はし

ていきたいかなと思っているところでご

ざいます。

○藤浦雅彦委員長　石川次長。

○石川土木下水道部次長　法適化を平成

２９年でなくて、平成２８年度にできな

いかというご質問でございますけども、

移行支援業務の内容について、先ほど説

明いたしましたが、その業務量からなか

なか１年でというのは難しいと考えてお

ります。全国的にも、一般的にも１年半

から２か年ぐらいかけて、移行支援業務

を行ってるというのが実態でございます。

　それから、システムの導入につきまし

ても、システムの導入から運用テストで

すね。それから、操作の研修等も予定し

ておりまして、これも１年では難しいと。

全国的にも１年半から２年ぐらいかけて、

システムの導入が行われているという状

況でございます。

　流域負担金のコスト縮減に向けて、市

からどのような提案をしてるのかという

ことでございますけども、これはうちだ

けではなくて、各市から出されてる意見

なんですけども。一つは、改築更新事業

というのを適切な時期に実施していただ

きたい。これがおくれることで結局その

維持補修費、維持管理費が増えていくと

いうことになってきますので、施設につ

いては、適切に改築更新をしてください

と。その耐用年数がきたから、更新とい

うことではなくて、長寿命化計画を策定

する中で、予防保全的な管理を行う。こ

れによって、その耐用年数を延ばして、

改築更新の費用を平準化していくと。大

阪府もそういったことは考えておられま

すが、各市からも改めて、要望をしてい

るという状況でございます。

　それから、流域の汚泥処理で汚泥溶融

炉というのがございますけども、これは

導入した当初は、燃料のコークスが安価

である。それから、スラグについても再

利用ができるようになるというようなこ

とで、採算性という点で溶融炉という選

択をされたわけなんですけども、現状は

コークスが当初の予想を超えて、単価が

大幅に上がっていると。スラグの再利用

というのも現状なかなか採算がとれない

ような状況ということで、大阪府のほう

でも溶融炉に変えて、維持管理がもっと

簡単な流動床炉というものを検討されて

ます。これを行うことで年間１基当たり
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２億円程度維持管理コストが削減できる

というようなことも言われておりまして、

こういった施設の更新に当たっての検討

ということもお願いしているところでご

ざいます。

　それから平成２５年度精算返戻金の中

で、入札の不調によって平成２５年度に

実施できなくて、次年度に回ったという

ことを説明いたしました。平成２５年度

には、できなかったんですけども、平成

２６年度には実施されておりますので、

この点については、もう終わってるとい

うことでご理解いただきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　１点ご質問に対

する回答が抜けておりました。雨水整備

につきまして、内水対策との兼ね合いを

考えながら整備をしているかどうかとい

う内容についてのご質問について、お答

えさせていただきます。

　安威川以北のほうにつきましては、合

流式ですので、もうほぼ概成しておるん

ですけど。安威川以南につきましては、

まだ下水道管渠整備については、まだ３

割強という状態になっております。

　先ほども話させていただきましたとお

り、雨水幹線をやるのがメーンではござ

いますが、それ以外のところにつきまし

ても、できるところ投資効果の高いとこ

ろからやっていきたいというのを話させ

ていただきました。実例としましては、

昨年度ですけれども、鳥飼野々地区で１

か所雨水管を埋設させていただきまして、

それでその地区の去年につきましては、

水がつかっているとかいうようなその苦

情が来なかったような時代がございます。

ですので、そういうような場所につきま

して、少ない投資で大きな効果が認めら

れるところについても、やっぱり積極的

にやっていくというのを考えていますし、

あるいは、今、安威川以南につきまして

は、雨水排除は下水道管と、それから水

路を併用して、今、雨水整備を雨水の排

除をやっておりますけども、その水路に

ついて、やはり機能的に心もとないとか、

そういうところにありましたら、それに

つきましては、やはり、優先的に下水道

の雨水管を入れていかないといけない、

優先度が高いのではなかろうかというよ

うな考えであります。

　それで、来年度につきましても、鳥飼

下一丁目地区の、鳥飼小学校の近くの東

側の道路のところでも、ここについては

雨水管を入れる。このような意味合いで、

事業計画の中に入れているというような

次第でございます。

○藤浦雅彦委員長　野原委員。

○野原修委員　法適化支援業務に関しま

しては、理解できました。

　せせらぎ水路清掃委託は委託の形です

けど、看板を取りつけるのは、そういう

アドプトロードみたいな形で。箕面市の

ほう見にいってもらったらわかるんです

けど、そんな大きい看板を立てるような

もんじゃなくて、本当にそうやって、散

歩される方なんかが、ここの水路がきれ

いやないうことで、この地域の人が、市

民の方が管理してやってもらってるとい

うことを、みんなに知ってもらう。それ

を知ってもらうことによって、また地域

の方にそこをきれいにしてもらえるとい

う形の意味合いなんで、その交通の邪魔

になるとか、そういうあれじゃなくて、

そういう形でそれぞれが見て、それだっ

たら南千里丘からガランド水路にずっと

散歩してもらえるような形で、大正川ま

でというような形で、市民がそういう形

で、これは市がやってじゃなくて、本当

に地域の人がそういう形でやってもらっ

て、これだけきれいにしてもらっている
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というような認識をしてもらえる。なお

かつそれに、役所の職員も汗をかいてやっ

ているということを、そういう形でやっ

てもらったら、これがまさに協働という

一つのコンセプトに通じるんかなとだけ

を思うんでありますので、そんな大そう

なものじゃないと思うんで、だからそう

いう形で、みんなでそれぞれ守っていこ

うという意識を高めてもらって、またそ

の地域の人が何年もあそこができてから、

全部やってもらってるんで、その人たち

がそういうことに、そういう一つのもの

ができることによって、またその辺の意

識が高まっていくという意味で、夏は、

まさにあそこのところ、そのガランド水

路を使って、水やりをやってもらったり。

そういう形で、節水のときは、あそこの

ポンプをとめて、水やりができないよう

になって、あそこの草花が枯れたという

ようなこともあるんで、そういう形で地

域の人がそれだけ愛着を持って、あの辺

の草花も手入れをしてもらっているとい

う形のもので、そうやって積極的にＰＲ

できるような形の取り組みをしてほしい

という提案でありますので、そういうこ

とを一つ前向きにこれは、こちらのほう

の一方的な考え方だけじゃなくて、地域

の自治会の意見も聞いた中で、そういう

話は進めていただいたらと思います。

　それとそのときに、もう１点。今の教

育センターの前。昔は水槽としてあそこ

を活用されていたかと思うんですけど、

今あそこがずっとガラスだけ入った形で

ほったらかしというのか、そういう形に

なってますので、あそこは何か難しいで

すけど、よくクリスマスとかほかでもラ

イトアップをしたり、何かいろんな、今

は平和公園のところ、大正川のところで

やっている形のものがありますので、そ

ういう形のものであそこもこれからやっ

ぱり、高齢者の一つのそういうウオーキ

ングロードみたいな形で、使われたりい

ろいろするので、やっぱり一つ楽しめる

ような形をほったらかしではなくて、何

かその辺のできるようなことがないか、

それも一つ考えていただきたいという、

これは要望にしておきます。

　それから、水質分析でありますが、こ

れは浄化槽なんか、使われてるところで、

浄化槽をそういう形の、きれいに管理を

してもらっているところは、そういう形

ではないかと、そうじゃないとこで水質

が汚れたり、いろんな形もあるんで、こ

の水質分析というのが、まめに多分やら

れてると思います。今、聞けば１０か所

だけじゃなくて、そのＴＰＯに合わせた

形によって、スピード感を持っていろん

な対応をしてもらってるということはあ

りますので、これは本当にいろんな角度

で、この辺は、もう一つだけ聞きたいん

ですけど、水道のやってる水質分析なん

かとのタイアップというのか、その辺の

連携なんかは、あくまで委託してるので、

そういう形のものはできないのか。また

もし、職員が独自でもそういう形をやら

れてるのだったら、水道なんかとの連携

をどうされてるのか。それだけちょっと

お聞かせいただきたいと思います。

　それと管渠内の調査ですが、今聞いた

ところでは、年間大体５キロちょっとを

やっていってるということで、全市的に

何キロあるのかちょっとお聞かせいただ

きたいというのはあるんですが、それで

今まで、管渠内で１，０００万円で大体

今までやってきて、管内調査もやって、

そろそろ対応年数も来てるけど、今まで

やってきたところは大丈夫だったから、

そういう形でそんな急がなくても大丈夫

だろうというような認識のように受けと

めたんですけど。予防というのかその辺
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のところで、いざいろんなことがあって

からじゃなくて、その予防保全という形

のところで考えたら、そういうチェック

はより早く済ませた中で、それは初年度

にやったところから、またそこからもう

年数はある程度たってくるわけですから、

それと管の大きさによって、目視という

形はあるんですけど、その目視のやり方、

何年か前には、そのこれも業者でやられ

てるのか、何年か前にお聞きしたときに

は、職員が手分けして全市を、年に１回

ぐらい、そうやって、見て回るような話

も過去聞いたようなことは、あるんです

けど、そういう形で目視という形で、そ

ういうところの技術継承なんかが、なさ

れているのか。今、職員の方も少なくなっ

ておられて、もう目いっぱい日々の業務

でなされてるということで、そういう形

で手分けそういう、年１回でもそういう

全市的にどういう状況に、なってるのか

という管理ができるのかどうか。またで

きなかったら道路側とか、ほかの課との

連携をして、そういう情報をきっちりと

集約できるような体制になっているのか、

そこのところをお聞かせいただきたいと

思います。

　それから、流域負担金のコスト縮減提

案なんかはいろいろやってもらってると

いうことをおききしたので、そこは結構

です。

　あと、返戻金に関しても理解できまし

た。

　雨水整備のほうでも、以南で、水路な

んかに、そういう形、水路のところのしゅ

んせつとか。その辺の管理、または情報

交換なり、そういう形の話がきっちりで

きてるのかどうか。そこだけちょっとお

聞かせ願いたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁をお

願いします。

　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　野原委員のご質

問にお答えさせていただきます。

　まず、水道部で水質分析してるものと

タイアップできるかどうかというご質問

についてお答えさせていただきます。

　正直、水道部のほうの水質の分析の箇

所とか、あとどのような分析の仕方をし

てるかという委託の内容について、ちょっ

とまだこちらのほうは、把握しておりま

せんので、それを聞きたいと思います。

ただ、今のところは、私どものほうもで

すけども、公共下水道の水質分析とガラ

ンドの水質分析のほう、これは一緒にし

て、もう一括発注してできる範囲におい

ては、効率よく安くという努力はさせて

もらっております。

　それから、管渠内調査のほうなんです

けども、予防保全という考え方で、やは

りもっとやらなきゃいけないかというご

質問ですが、委員のおっしゃるとおりだ

と思っております。まだ４０年前のもの、

まだ、そのときに管渠の設置延長もそれ

ほどなかったものですのでいいんですけ

ど、平成３５年ぐらいからなってきます

と。平成元年ぐらいから管渠埋設も多く

なってきてますので、その分については、

やはりその辺のことも考えた中で、予算

のあり方というのも今後考えていかない

といけないのかなと。それは委員のご指

摘のとおりに、私もちょっと頭の中に入

れてながら、今度進めていきたいと思っ

ております。

　それから、目視についてのその技術継

承がなされるかどうかということなんで

すが、目視というのは、そのものの判定

基準がございまして、例えば、どれだけ

割れてたらとか、そういうのが数字であ

らわされてます。その基準にのっとって、

判定をしていますので、少し専門家であ
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れば、すぐわかるような状態になって、

ただ、職員の中でそれを中に入ってまで、

やっているというのは今のところちょっ

となかなかされてません。ですので、こ

れもまたそのことある機会にですけども、

例えば管渠の中の調査をしに行くんでは

ないんですけど、別のいろんな例えばそ

の別の件で、管をのぞかないといけかな

いとか。そういうようなときには、やっ

ぱりできるだけ職員もいろいろ行って、

そういうようなものも合わせて、指導し

たりとかこういう技術があるんだよ、あ

あいうものがある、ここ気をつけないと

いけないとかいうの伝えていきまして、

後輩のほうにもまたそれを伝えていける

ような努力はしていきたいかなと思って

おります。

　それから、雨水整備に関しまして、そ

の水路のしゅんせつが発生するだろうと。

これにつきましては、神安の管理水路で

ある場合もありますし、ない場合もござ

います。その場合につきましては、逐一、

神安とは協議をしております。その中で、

どちらがするこちらがする、それが例え

ば予算の裏づけあるものについては、ど

ちらがするというような形で、進めさせ

ていただいております。

　それから、全体の延長はどれぐらいか

というご質問でしたけども。全体で約２

９７キロメートル。ただ、この中には開

発でやられた管はちょっと計算に入って

おりません。ですからもう少し、数は多

くはなると思います。これはまた、整備

の台帳のほうでは、またこれ積み上げて

いって、数字を出していきたいと考えて

おります。

○藤浦雅彦委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　事業計画の図面をいた

だいているんですけども、先ほどから議

論になっているように、安威川以南の雨

水幹線の整備が今、進められております

けども、広げていかれるということで、

このことによって、その以南の雨水の面

的整備の普及、整備率がどのようになっ

ていくのか。もっと言えば、この安威川

以南の汚水、雨水が最終的にどれぐらい

のめどで取り組まれておるのか。以北は

高いですが以南ではまだまだおくれてお

ります。これ、両方やっぱりトータルで

整備をしてきて、市民の公平性を保って

いくということも、私は大事だと思いま

すので、その今回示されたこの図面の面

的整備が、整備をされたときに整備率が

どのようになっていくということを一つ

はお聞きしておきたいと思います。

　それと既に汚水の整備は、ほぼできて

きたんですけれども、今、現状の中で昨

年だったと思うんですが、昨年か、一昨

年。まだ、下水管が入ったけれども、接

続がされておらないというケース。とり

わけ、連棟の住宅の中で、ほとんど接続

をされたけれども、まだやっぱり１軒、

２軒か接続がされておらない。そのされ

ておらない方が、洗濯水とか汚水をうら

へ流されて、連棟の長屋のところをずっ

と伝って会所に流れていくということに

なっておったんですけれども、それがだ

んだん、量が多くなってきて、会所が降

雨時にはあふれてしまうというふうなこ

とになってきて、周辺から苦情も来て、

何とかしてほしいということで、担当と

もいろいろ話をしたんですが、やっぱり

敷地内は、個人でやっていただかないと

しょうがないということで、その道路の

会所については、一部可能な面もあるけ

れども、あくまでも敷地内は自分のとこ

ろで整備をしてもらわないといかんとい

うことで、結局はその連棟の９軒の方が、

連名で陳情に来られました。そのときに

私が申し上げたのは、これ整備をしても
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らっても、皆さんに負担してもらわなあ

きませんよと。それでもいいですかとい

うことで、話をしたときに、どうして私

たちは接続してるのに、接続してない人

のために、その上にまた負担をせないか

んのですかという声が出てきました。私

は、知り合いの業者の方に見積もりもと

り、整備をしてもらうように計画をした

んですけれども。そこそこの費用がかかっ

て、最終的にその費用を皆さんに負担を

してもらうということについては了解を

とっておったんですけれども、何ぼ負担

してもらわないかんかわからへんという

状況の中で、業者の人と話をしたら、も

うよろしいで言うから、それはあかんと。

やっぱり私たちも寄附行為は禁止されて

ますし、そういう点では皆さんから負担

してもらわないかんからということで、

業者の方も大分安くしていただいて、９

名の方がお金を持ってこられて、私はそ

のお金で業者の方に支払いをしたんです

けれども、そういうやっぱり、整備をし

てる人が、二重にそういう負担をせない

かんということについて、やっぱり大い

に矛盾を感じておられます。そういう点

ではやはり下水管を入れたらやっぱり早

く接続をしてもらうということの努力。

これはしてもらってると思うんですけれ

ども、やはり残っている部分がある。そ

のことによって、また周辺の皆さんにご

迷惑をかけて負担をしてもらわないかん

ということがないように、やっぱり私は、

していかなあかんと思うんですね。です

から、そういう不公平が起こらないよう

に、例えばもう１０軒のうち９軒が接続

をしたあと１軒が接続をされなくて、生

活排水を裏へ流されるというようなこと

がないように、やっぱりしていかなあか

んと思うんですけれども。その辺は、接

続をしない場合の罰則規定もないしとい

うことを、先ほど答弁がありましたけれ

ども、やはりその周辺の皆さんの迷惑を

考えてやっぱりできるだけ、強硬に接続

しないという人は、やっぱり非常に強硬

な方でしたけれども、やっぱりそれは、

努力をして皆さんに迷惑をかけるからと

いう形で、やっぱり説得をしてもらうと

いうことの努力をお願いしたいと思いま

す。それと、もう一つはやっぱり整備を

されてるその安威川以南とりわけ、鳥飼

野々の水路が毎年、ウン蚊がわいて、周

辺の人が大変迷惑をされてるということ

で、私のところへ言ってこられて、２年

ほど薬剤散布をしてもらいました。でも

う、ことしもまたウン蚊がわいてきたと。

これ薬剤散布は下水道、直接的には関係

ない防疫のほうになると思うんですけれ

ども。ことしも行って、その薬剤散布を

してもらいました。やはり、そういうウ

ン蚊がわくような、水路をとりあえず整

備をされるまでの間は、やっぱり何とか

修正する何なりで処理していかなあかん

と私は思うんです。だからそういう点で

は、ことしももう、行ってもらいました

けど薬剤散布。これからその整備をされ

るまでの間は、そこは毎年、わずかなウ

ン蚊やったらいいけど、塊になってウン

蚊がわくというような状況があるらしい

んでね。定期的にやっぱり整備されるま

での間は、薬剤散布をしてもらうように、

担当の防疫のほうに、下水のほうから要

請をしてもらう。下水のほうでは、そう

いうウン蚊がわかんように水路のしゅん

せつなり何なりをしてもらうということ

にしてもらいたいと思うんですが、その

辺お考えをお聞きしたいと思います。

　それと、先ほどの弘委員の質問でクリー

ンセンターについては、駅前等再開発特

別委員会の所管に回ってるということは

私も十分承知をしておりますし、それは、
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それでいいんですけれども、その機能し

てたときに、その排水を正雀川に流して

おられたということになってくると、今

度は水路の問題になってきます。正雀川

が一時ウン蚊がたくさんわいてね、周辺

住民、私のとこも含めてそのウン蚊を求

めてこうもりがたくさん来ました。で、

屋根裏に私の家でも、バケツにいっぱい

以上のこうもりのふんが天井裏にやられ

て、天井がもうしみてきて、困ったこと

があったんですけども、そのときに大阪

府に言って、正雀場の水が流れておると

ころに流速を早めるために、単にのんべ

んだらりと流すんではなしに、島をつくっ

て、流速をやっぱり早めていくというよ

うなことで、島を何ぼかつくってもらい

ました。それで、ある程度解消されたん

ですけども、今はその処理水が流れてき

ません。非常に停滞をしておりますし、

また周辺の方は、そこにウン蚊がわくの

と違うかなということを大変心配されて

おります。それと合わせて、やっぱりそ

の流速を早めるために障壁をつくって、

水路を狭めて流速を早めるというような

ことをしてもらったんですが、今はもう

その必要がないんやから、その島が今の

ところ不必要になってるわけですね。だ

からそれは、大阪府茨木土木事務所とし

て、どう考えておられるのか。そのまま、

島をほっておくのか。その島に、草がた

くさん生えて、草刈りしてくれって、前

回にも言いましたけど、いまだにまだし

てもらえない。だから、その草がぼうぼ

うと生えておるというのが、今の正雀川

の実態です。だからそういう点では、や

はりそういう草刈りについてもきっちり

やっぱり、やってもらいたいということ

をこの機会に改めてお願いしときたいと

思いますが、その辺の考え方について、

お聞かせください。

○藤浦雅彦委員長　それでは答弁をお願

いいたします。

　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　木村委員の質問

について、お答えさせていただきます。

　まず、公共下水道事業の整備について

の今後の見通しについてなんですが、平

成２５年度末で、安威川以北で９４．６

％、これは雨水なんですけど、９４．６

％、安威川以南で３３．８％となってお

ります。

　雨水につきまして、平成２７年度の末

では、安威川以北で１％。安威川以南で、

０．１％。全体で０・４％の増が見込め

られるという形になっております。

　そして、まずその後、今、雨水幹線の

ほうができた後、どういうような見通し

になるかということなんですが、雨水幹

線自身につきましては、今の時点でその

雨水幹線は、まだあくまでも幹線でござ

いまして、そこで、直接とれるというこ

とは、まだちょっと考えておりません。

というので、その後すぐでき上がった上

流側とかで、いろいろ雨水管を入れまし

て、それで全部取り込んでいこうかない

う形になっております。その際には、か

なり大きな面積の部分がとれますが、後

でもう１回、ご答弁させていただきます。

　それから、連棟住宅の排水設備の件で

すけれども。水洗化のほう依頼するとな

んですけども。これにつきましては、い

ろいろ問題もございます。例えば、３軒

でも４件でもって、真ん中のとこを先に

されて、外側されてなかった場合どうな

るかとか。その場合でしたら、既設管は

そのまま残してくださいとか、いろんな

ケースがございます。それが場合によっ

ては、不公平を感じるところもあるのは

承知はしております。ただ、私どもも排

設備の改造の指導をするときにおいては
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ですね、できるだけあとあとにご迷惑の

かからないような形の改造のやり方をし

てくださいというのは、ケース・バイ・

ケースなんですけれども、努めてやって

いるところであります。ですので、あく

までも、業者が言った分だけ、それをう

のみにして全部やっているというわけで

はないんですけれども、その辺ちょっと

いろいろ考えながらはやっているところ

をご理解していただきたいかなと思って

おります。

　それから、しゅんせつの件なんですけ

れども、私ども、いろいろ地域の皆様に

ご迷惑がかかるところにつきましては、

しゅんせつを行っております。ですので、

その程度によりましては、やはり、毎年

やっていっている事例もございますので、

それはまた私どものほう、また現場のほ

うを見ながら、そのご指摘のとおり、確

認しながら、また、今年度からも考えて

いきたいと思っております。

　それから、正雀川の件なんですけれど

も、かつては流速を早めるために、河積

断面を減らすために島をつくられた。そ

の分について、草が生えている部分につ

いてということですけれども、以前も、

私どもも茨木土木事務所のほうにも要請

はしました。また、改めまして茨木土木

事務所のほうに、草刈りをしていただく

ように要望をしていきたいと思います。

　それから、島のほうに関しましては、

構造的なこともあります。これを、また、

管理者である大阪府のほうの考えも聞き

ながら、私どもとしては、住民の皆様方

に喜ばれるような方向で要望していきた

いかなと考えております。

○藤浦雅彦委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　以南の下水の問題です

けれどもね、安威川以北と以南との格差

の問題がね、非常にやっぱり大きいと思

うんですよ。そんな０．１％の整備率で

整備をしていったときに、安威川以南は

依然として普及率が非常に低い。もう以

北はできているということでは、これは

市民がやっぱり黙ってへんと思うんです

よ。いつまで放っとくねんと、その０．

１％の整備が終わって、そのあとにもい

ろんな問題があるということを、今、答

弁されましたけどね、やっぱりそんな今、

悠長なことを言うとってええんかなと、

その辺はやっぱり普及率を上げるための

努力を、どのようにしてやっていくんか。

その辺の考え方を市民は聞きたいと思う

んですね。それを、やっぱり代弁して言っ

ているんですけれども、その以北と以南

との格差を解消するための努力を、今後、

どのようにされていくのか。その辺のこ

とです。もう一回聞かせてもらいたいと

思います。

　さっきの鳥飼野々のところの水路の問

題はね、これ下水を管理されている担当

としては、どんな認識を持ってはるのか

私はわからへんけれども、防疫のほうで

はね、もう毎年そこで大量発生している

からということで、市民のほうから通報

もあり、我々からも言う中でね、薬剤散

布しているわけですわ。しかし、これで

は毎年言わないかんのかと、やっぱり定

期的に薬剤散布をしているケースもある

というふうにも聞きましたんでね、それ

やったら、そういう定期的に薬剤散布を

してもらえる中に入れてもらえないかと

いうことで、担当のほうでは、その話は

大体しているんですけれども、そういう

点では、水路を管理する立場としては、

やっぱりそういうウン蚊が湧かんようしゅ

んせつをしたり、整備をしていくんかね、

その辺のことはやっぱりもうちょっとしっ

かりした考え方を持ってもらいたいと思

うんですけれども、その辺は、部長なり
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次長のほうから一遍聞かせてもらいたい

と思います。

○藤浦雅彦委員長　山口部長。

○山口土木下水道部長　先ほどの鳥飼野々

の地域のウン蚊の関係なんですけれども、

その水路はですね、一応、表面管理は神

安土地改良区のほうがしている水路なん

です。鳥飼野々のほうから三ツ樋のほう

までいっている水路なんですけれどもね、

特に、そのウン蚊が湧くところが、鳥飼

野々の地域が一番多いかなと思うており

ます。ただ、委員からも以前から聞いて

おりましたので、水利委員さんが寄りま

して、ゲートの調査等もしてもらってお

りましてね、大分と改善はしているとこ

ろなんです。ですから、その辺のところ

も鳥飼下、鳥飼中、鳥飼野々ですね、そ

の辺の地域の水利委員さんにもさらにちょっ

と協力を願って、１回現地も立ち会いし

て、どういうふうにして水をスムーズに

流せるとかいう方法も、ちょっと今後、

考えていきたいなと思うておりますので、

よろしくお願いしておきます。

○藤浦雅彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　雨水の整備の件

につきまして、お答えさせていただきま

す。

まず、東別府雨水幹線及び三箇牧鳥飼雨

水幹線のほうですけれども、整備ができ

ます受け持つ面積としましては、それぞ

れ１４．７ヘクタールと７．５３ヘクター

ルございまして、これによって、トータ

ル的には１．７７％ほどの上昇に寄与す

る分が発生します。ただ、今の現状、そ

れができるまでの間、どのように考えて

いるかというご指摘なんですけれども、

私ども、もうほとんど汚水が今終わって

いる状態になっておりますので、これか

ら雨水のほうにシフトしてはいけないと

いうのは十分認識はしております。今後

の雨水整備のほうは、考え方としては重

きになると思っております。先ほどの整

備についても、順番のほうについては、

先ほどご質問にお答えさせてもろうたと

おりです。それ以外なんですけれども、

やはり、今の現状、すぐに整備は完璧に

はできませんので、今は、当然その雨水

排除を水路に任せている部分がございま

す。その水路についても、排水路のポン

プを整備、取りかえたりとかいうような

形をしながら、できるだけ雨水排除につ

きましては、ご迷惑がかからないような

方向で、今の現状のある施設を合わせて

ですけれども、雨水の浸水の防除につい

ては進めていきたいと思っているところ

でございます。

○藤浦雅彦委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　もう余り平行した議論

はしたくないんでね、要望しておきます

けれども、やっぱり雨水幹線の整備、やっ

ぱり相当おくれています。だから汚水の

ほうは相当進んでいっているということ

で、幸か不幸か安威川以北は合流式やか

らね、一気に普及率は上がったというこ

ともありますけれども、間もなく市制５

０周年を迎える摂津市の中で、それだけ

地域格差があったらね、やっぱり市民に

とって不幸なことやし、その地域間格差

をなくすために、やっぱりこれからしっ

かりと普及を図っていってもらいたい。

これから非常に財政は厳しいですから、

お金もないですから、そこだけ重点的に

やるというわけにはいけへんけれども、

やっぱり市民の快適な生活環境を守ると

いう点では、とりあえず、そういう整備

が一番、市民にとって幸せなことやから、

その辺のことについては、担当として肝

に銘じてそういう格差をなくしていく努

力を、これからも続けていってもらいた

いと思います。
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　さっきの神安の話もありますけれども、

南水路とか、この前から野々の水害の問

題からいろんな問題で、神安が管理して

いる土地に大変いろんな問題が発生して

おります。防御壁でもかねがねからでき

ひんとかいう形で、突き放されている部

分もありますし、そういう点では、やは

り子どもたちの安全を守るためには、やっ

ぱり防御壁をきっちりと整備してもらう

ということにしないと、部分的だけ何ぼ

やってもね、ほとんど新幹線沿いのほう

は、そういう防御柵もないんやから、子

どもたちはどこへ行くかわからへんから、

やっぱりそういう事故が起こらんように、

これからも神安に対して強行に物を言っ

てもらうということで、神安ともやっぱ

り摂津市としての連携も今日までやって

きたんですから、その中での連携プレー

が、やっぱり今のところ不十分やと私は

感じます。それで神安には必ず強力に要

請をしてもらいたいと思います。

　正雀川の問題ね、これは、もう無用の

長物とは言いませんけれども、一旦は流

速をはかるために地域が声を上げて、茨

木土木事務所に島をつくってもらってん

からね、それを今さら、また潰すかいと

いうことになるかもわかりませんけれど

も、これは本元の下水処理場がなくなっ

て、クリーンセンターがなくなったから、

そういう状態が出てきたんからね、その

状況状況に応じて、茨木土木事務所が対

応してもらうということにして、やっぱ

り今の島は一日も早く撤去してね、普通

の流れにしてもらうということを、この

機会に改めて、摂津市として茨木土木事

務所に要請をしてもらうようにお願いし

てもらいたいと思います。

　それと、何回も言うように、きのうも

申し上げましたけれども、昨年の２度に

わたる安威川の危険水域の問題について、

きのうも質問をし答弁もいただきました

けれども、やっぱり茨木土木事務所の姿

勢が、幾らやっぱり我々が言って、行政

のほうから言ってもやってくれない。こ

れは年次計画もあろうかと思うんですけ

れどもね、現実にそんな２度も警戒水域

に達しているという現状を考えたときに

は、やっぱり１日も早くやらんと、市民

の生命、財産、摂津市の市民に対して守

ることができませんからね、その辺は何

か聞いてみたら、府会議員がおっしゃっ

て、大正川はしゅんせつするということ

になるようですけれどもね、やっぱり大

正川の問題も大事やけれども、ここの本

元の安威川のしゅんせつをしてもらわな

いと、何ぼ大正川をしゅんせつしても、

安威川のところで水がとまってしまった

ら、摂津市の市民の生命、財産が守れな

いんですからね。その安威川のしゅんせ

つというのは、やっぱり年次計画もさる

ことながら、今の現実を踏まえて対応し

てもらうということを、大阪府に強行に

申し出をしてもらいたいということを特

に申し上げて、質問を終わります。

○藤浦雅彦委員長　次に、弘委員。

○弘豊委員　それでは、私のほうからは、

ちょっと確認の意味も込めて、もう一点

だけお聞きしておきたいというふうに思

います。

　下水道法、法適化事業の点なんですけ

れども、ことし、平成２７年度、平成２

８年度にかけて取り組んでいくというよ

うなことで、そのあと平成２９年度以降、

その下水道２課と水道部との統合であり

ます。企業会計の移行というようなこと

の、流れを考えておられるというような

ことなんですけれども、そういう取り組

んでいく上での課題といいますか、どう

いったところをクリアしていくことが必

要になっていくのかなというふうなこと
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ですね、ちょっと見通しについてお聞か

せいただきたいというふうに思っており

ます。また、関連してですけれども、こ

の公共下水道特別会計もそうですけれど

も、一般会計の中で行われているような、

し尿のこととか農業水路のこととか、そ

ういった点も含めて、水道部との統合と

いうふうなことになっていくいう当たり

のですね、イメージというかが、私の中

では余り持ててないというのもありまし

て、そういったところについて、お聞か

せ願いたいというふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　石川次長。

○石川土木下水道部次長　法適化で、平

成２９年度に地方公営企業法を適用し、

水道との組織統合というのを考えている

わけでございます。それに向けての課題

ということでございますけれども、水道

部ともいろいろ協議をしてまいりまして、

統合後の組織体制等を検討しているとこ

ろでございます。普通、組織統合をすれ

ば、人員の削減ということも当然考えら

れるんですけれども、少なくとも統合当

初においては、人員削減は難しいであろ

うと。一つには、法適化によって業務量

がふえていくと。また、企業会計に精通

した習熟した職員もおりませんので、そ

ういった意味でも、すぐに人員削減は難

しいであろうと。ただ、将来的には段階

を踏みまして、整備部門の統一ですとか、

管理部門の統合も検討していく必要があ

るのかなと思っております。組織が大き

くなり、スケールメリットが出るのはす

ぐには難しいけれども、将来的にはそん

な形で人員削減等を考えていきたいと思っ

ております。

　それ以外にも、先ほど言われましたよ

うに、水路の管理の問題、今現在は土木

下水道部のほうで、農業用水路等も管理

しておりますけれども、法適化し組織統

合をした段階では、水路はもともと一般

部局の施設でございますので、一般部局

のほうで管理をしていただく。これが原

則であろうと思っております。課題とし

ましては、この水路に詳しい職員という

のがなかなか育成できない。現在はおり

ますけれども、職員をいかに養成してい

くか、ベテラン職員がどんどん抜けてい

く中で、そういった水路に精通した職員

というのを育成していくこと。それが課

題であると考えております。また、今現

在、初期防災体制については、下水道部

局が中心になって対応はしておりますけ

れども、法適化し水道部との組織統合を

した暁には、水路にいろいろなポンプ施

設もございますけれども、こういったポ

ンプ施設も一般会計の施設でございまし

て、そういった施設の管理ということで

言えば、一般部局になるわけでございま

して、初期防災についても、基本的には

そういったポンプ施設等の管理している

ところが主体となってもらう必要がある

のかなということで、初期防災とも今協

議はしておりますけれども、やはり負担

軽減というのを、下水道職員については

図っていっていただきたいということで、

お願いしているような状況でございます。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　今お聞きして、大変さまざ

まな分野にかかわってくるというような

ことで、これを、ことし、来年にかけて

検討もしていくというようなことですけ

れども、今回の予算で上がっている法適

化事業の中身だけでいったら、いろいろ

と調査もかけてというようなことになる

と思うんですけれども、庁内のいろんな

仕事が出てくるんだなというようなこと

も、改めてこれを見て感じました。また、

第５次行政改革のところで言いましたら、

今後の一般会計からの法定外の繰り入れ
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ですよね、そこに依存しないような形で

というふうなことが、触れられていたか

なというふうに思うんですけれども、基

準外繰入金に依存した財政体質からの脱

却、健全化を図るというようなことの中

身で言われていますけれども、公営企業

会計になったときの繰入金なんかの考え

方について、また、今後、検討の中で、

使用料のあり方や水洗化促進の啓発にしっ

かりと取り組みますというようなことが

書かれているんですけれども、そこらあ

たりの具体的な中身についても、お聞か

せいただきたいなというふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　石川次長。

○石川土木下水道部次長　法適化後の繰

入金がどういうふうになるのかというご

質問でございますけれども、財政課のほ

うと、繰入金のあり方ということについ

て協議をしておるところでございます。

基本的には、下水道事業への繰り出しの

内容というのは、法的化によって変わる

というものではございません。ただ、今

の繰出し基準の中でも、さらに財政方と

検討するような内容もございますので、

これについて、財政方と協議をしている

という状況でございます。基準外繰入金

をなくすということが基本にはなるんで

すけれども、大体、基準外の繰入金、こ

こ数年は２億円から３億円ぐらいで推移

はしているんですけれども、この基準外

の繰入金をなくすためには、使用料収入

がふえなければならないと。この使用料

収入をふやすためには、水需要が減少し

ておりますので、今のままでは、なかな

か基準外をなくすような使用料収入とい

うのは望めないのかなと。そのためには、

料金改定ということにもなってはくるん

ですけれども、ただ、料金改定というこ

とについては、今現在でも、北摂では月

２０立方メートル使用した場合の料金と

いうのは一番高いということで、そんな

状況でございますので、将来的に使用料

収入であったり繰入金であったり、あと

は公債費、維持管理費の推移、こういっ

たものを見る中で、経営計画、収支計画

を中長期的な計画を立てていきたいなと。

その中で、どうしても料金改定が必要だ

というような時期も見えてこようかと思

いますので、そういった、まずは計画を

つくった中で、料金改定の時期というの

は検討していきたいと思っております。

　それから、最初の質問で、し尿はどう

なるのかというご質問があったんですけ

れども、し尿については、これは一般部

局の業務ということで法適化後は、当然、

一般部局のほうで対応していただくとい

うことになります。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　なかなか私のほうも勉強不

足な点もありますから、「はい、わかり

ました」というふうにもならないんです

けれども、今後の計画みたいなところが

ですね、ことし、来年にかけてつくって

いくというふうなことでですね、これま

でのずっとした長い経緯もありますし、

大きな債務の返済云々もある中でのこと

でもあります。また、これまで下水の一

般会計とこっちの特別会計の中で、よそ

の自治体とも、いろいろと自治体ごとで

状況が違うんだなというようなことも見

てたりする中で、今回は整理をしていく

というふうなことになっていくというよ

うなことも、今のお答えの中で言ってい

るのかなというふうに思います。

　それと、大きな機構の改革も含めた検

討が、これからやられていくというふう

なことについては理解をしました。今後

の推移についても、また、その検討の中

身についても、今後の委員会の中でまた

お聞かせいただきたいというふうなこと
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で、私のほうからは終わっておきます。

○藤浦雅彦委員長　ほかに、ございます

か。

　以上で、議案第５及び議案第１２号の

質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後２時３８分　休憩）

（午後３時１０分　再開）

○藤浦雅彦委員長　それでは再開いたし

ます。

　議案第２号及び議案第１０号の審査を

行います。

　補足説明を求めます。

　渡辺水道部長。

○渡辺水道部長　議案第２号、平成２７

年度摂津市水道事業会計予算につきまし

て、目を追って、主なものについて補足

説明をさせていただきます。

　それでは、予算書の２８ページ、平成

２７年度摂津市水道事業会計予算実施計

画説明書をごらんいただきたいと存じま

す。

　２８ページから３０ページにかけての、

１、収益的収入でございますが、款１水

道事業収益、項１営業収益、目１給水収

益では、前年度に比べ３，４９６万４，

０００円の減額となっております。この

理由といたしましては、近年の節水意識

の高まり、節水機器の普及などの影響に

よって、水需要が減少することによるも

のでございます。

　目２受託工事収益では、前年度に比べ

１６１万６，０００円の増額となってお

ります。これは受託事業である公共下水

道工事に伴う、給配水管移設工事などが

増加すると見込んだものでございます。

　目３受託事業収益では、前年度に比べ

２９万２，０００円の減額となっており

ます。この主な理由といたしましては、

下水道使用料徴収受託料の減少によるも

のでございます。

　目４他会計負担金は、前年度に比べ４

４万９，０００円の減額となっておりま

す。

　目５その他営業収益では、前年度に比

べ５１万４，０００円の増額となってお

ります。この主な理由といたしましては、

一般住宅及び集合住宅の建てかえなどに

より、設計審査手数料や工事検査手数料

が増加すると見込んだものでございます。

　項２営業外収益、目１受取利息及び配

当金では、前年度に比べ１１６万円の増

額となっております。この理由といたし

ましては、定期預金による運用額の増加

によるものでございます。

　目２土地物件収益では、前年度と同額

の３４８万８，０００円となっておりま

す。

　目３納付金では、前年度と同額の７，

４９２万５，０００円となっております。

　３０ページ、目４他会計負担金では、

前年度に比べ２７万９，０００円の減額

となっております。この主な理由といた

しましては、児童手当負担金の減少を見

込んだものでございます。

　目５長期前受金戻入は、前年度に比べ

４万１，０００円の減額となっておりま

す。

　目６雑収益では、前年度に比べ３，０

００円の減額となっております。

　次に、３０ページから４７ページにか

けて、２、収益的支出でございますが、

款１水道事業費用、項１営業費用、目１

原水・浄水及び送水費では、前年度に比

べ１，４１７万６，０００円の増額となっ

ております。この主な理由といたしまし

ては、人件費、修繕費などが減少するも

のの、運転監視業務に係る委託料、動力

費、大阪広域水道企業団からの受水費な

どが増加することによるものでございま
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す。

　３４ページ、目２配水・給水費では、

前年度に比べ１３７万１，０００円の増

額となっております。この主な理由とい

たしましては、人件費や家屋などの補償

金などが増加することによるものでござ

います。

　３８ページ、目３受託工事費では、前

年度に比べ１８６万２，０００円の増額

となっております。この主な理由といた

しましては、受託事業である公共下水道

工事に伴う、給配水管移設工事などが増

加することによるものでございます。

　目４業務費では、前年度に比べ４４６

万４，０００円の増額となっております。

この主な理由といたしましては、人件費

などが増加したことによるものでござい

ます。

　４２ページ、目５総係費では、前年度

に比べ６６８万円の増額となっておりま

す。この主な理由といたしましては、地

方公営企業会計制度改正による、貸倒引

当金を計上することによるものでござい

ます。

　４６ページ、目６減価償却費では、前

年度に比べ３，６０６万９，０００円の

増額となっております。

　目７資産減耗費では、前年度に比べ１，

１７３万４，０００円の減額となってお

ります。この理由といたしましては、鳥

飼送水所の受変電設備更新が終了したこ

とによる、機械及び装置などの固定資産

除却費が減少することによるものでござ

います。

　次に、項２営業外費用、目１支払利息

及び企業債取扱諸費では、前年度に比べ

８１７万８，０００円の減額となってお

ります。これは企業債借入残高の減少に

伴う、企業債利息の減少によるものでご

ざいます。

　目２消費税では、前年度に比べ１９２

万１，０００円の増額となっております。

これは税務署に納める消費税及び地方消

費税の納税額を予定しているものでござ

います。

　目３雑支出では、前年度に比べ１万２，

０００円の増額となっております。この

内容といたしましては、水道料金の過年

度還付金などでございます。

　次に、項３予備費、目１予備費では、

前年度と同額の１，０００万円となって

おります。

　続きまして、４８ページ、３、資本的

収入でございますが、款１資本的収入、

項１企業債、目１企業債では、前年度に

比べ１億５，６６３万円の増額となって

おります。これは施設更新を推し進める

ため、企業債借入額を増額することによ

るものでございます。

　項２工事負担金、目１工事負担金では、

前年度と同額の９０万円となっておりま

す。これは消火栓３基の設置に係る負担

金を予定しているものでございます。

　項３補助金、目１国庫補助金では、前

年度と比べ１，３７６万円の増額となっ

ております。

　次に、４８ページから５１ページにか

けての４、資本的支出でございますが、

款１資本的支出、項１建設改良費、目１

施設改修費では、前年度に比べ２億９，

３４３万４，０００円の減額となってお

ります。これは工事請負費が減少したも

ので、その内容は、中央送水所の無停電

電源装置更新及び鳥飼送水所の受水流量

計の設置工事などを行うものでございま

す。

　目２固定資産取得費では、前年度に比

べ４，２５６万２，０００円の減額となっ

ております。この主な理由といたしまし

ては、工具・機具及び備品や車両、運搬
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具などの購入が減少することによるもの

でございます。

　目３配水管整備事業費では、前年度に

比べ２億４，１４５万８，０００円の増

額となっております。この主な理由とい

たしましては、基幹管路の更新に係る工

事請負費などが増加したことによるもの

でございます。

　５０ページ、項２企業債償還金、目１

企業債償還金では、前年度に比べ２，２

０２万７，０００円の減額となっており

ます。この内容といたしましては、企業

債元金償還金でございます。

　項３予備費、目１予備費では、前年度

と同額の５００万円を計上いたしており

ます。

　以上、平成２７年度摂津市水道事業会

計予算の補足説明とさせていただきます。

　続きまして、議案第１０号、平成２６

年度摂津市水道事業会計補正予算（第３

号）につきまして、目を追って、主なも

のについて補足説明をさせていただきま

す。

　補正予算書８ページ、補正予算実施計

画説明書をごらんいただきたいと存じま

す。

　まず、１、収益的収入でございますが、

款１水道事業収益、項１営業収益、目１

給水収益では、１７万９，０００円を減

額するものでございます。

　目２受託工事収益では、１，１５１万

９，０００円を減額するもので、これは

公共下水道工事に伴う給配水管移設工事

の減少などによるものでございます。

　項２営業外収益、目１受取利息及び配

当金では、７４万４，０００円を増額す

るもので、これは定期預金による運用額

の増加によるものでございます。

　目４他会計負担金では、１７万９，０

００円を計上するもので、これは東日本

大震災に係る水道料金減免分を、一般会

計から受け入れるものでございます。

　目５長期前受金戻入では、１６万４，

０００円を減額するものでございます。

　次に、２、収益的支出でございますが、

款１水道事業費用、項１営業費用、目１

原水・浄水及び送水費では、７７１万７，

０００円を減額するもので、これは委託

料や動力費が減少することによるもので

ございます。

　次に、９ページ、目２配水・給水費で

は、２９０万円を減額するもので、これ

は修繕業務委託料や量水器修理費の入札

執行差金によるものでございます。

　目３受託工事費では、１，１９６万３，

０００円を減額するもので、これは公共

下水道工事に伴う、給配水管移設工事の

減少によるものでございます。

　目４業務費では、５２０万９，０００

円を減額するもので、これは開閉栓業務

委託料や印刷製本費の執行差金などによ

るものでございます。

　次に、１０ページ、目５総係費では、

６６６万１，０００円を増額するもので、

この主な理由といたしましては、本年度、

水道料金の回収不能見込額を、前年度末

に引き当てる貸倒引当金繰入額を計上す

るものでございます。

　目６減価償却費では、４５万７，００

０円を減額するものでございます。

　目７資産減耗費では、９３万１，００

０円を増額するものでございます。

　項２営業外費用、目１支払利息及び企

業債取扱諸費では、４５万円を減額する

もので、これは前年度に起債した企業債

の利率が、当初の見込みを下回ったこと

によるものでございます。目２消費税で

は、５４３万５，０００円を増額するも

ので、これは借受消費税に比べ仮払消費

税が減少したため、結果的に、税務署に
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納める消費税及び地方消費税が増加する

ことによるものでございます。

　目３雑支出では、１万２，０００円を

増額するものでございます。

　項３特別損失、目１その他特別損失に

つきましては、地方公営企業会計制度の

改正による、過年度分の水道料金の回収

不能見込額などを年度末に引き当てるた

め、７，１２３万７，０００円を計上す

るものでございます。

　続きまして、１１ページ、４、資本的

支出でございますが、款１資本的支出、

項１建設改良費、目１施設改修費では、

２，９７２万円を減額するもので、これ

は中央送水所の施設改修工事などの入札

執行差金などによるものでございます。

　目２固定資産取得費では、１，５０３

万９，０００円を減額するもので、入札

執行差金を減額するものでございます。

　目３配水管整備事業費につきましては、

地方公営企業会計制度の改正による、過

年度分の賞与引当金を繰り入れするため、

１４９万９，０００円を計上するもので

ございます。

　以上、平成２６年度摂津市水道事業会

計補正予算（第３号）の補足説明とさせ

ていただきます。

　よろしくお願いいたします。

○藤浦雅彦委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　質疑のある方は挙手をお願いします。

　森西委員。

○森西正委員　それでは、予算書の３ペー

ジの第８条で、昨年と比べて、昨年は、

退職給付金の５，０００万円がありまし

たけれども、この項目が本年度はなくなっ

ております。なぜかというのを教えてい

ただきたいと思います。

　２８ページです。水道料金、給水収益

のところで、先ほど部長からご説明をい

ただいたんですけれども、ただ、基本料

金は昨年と比べて増加をしておりまして、

従量料金のほうが減少しております。こ

の中身を教えていただきたいと思います。

　３０ページですけれども、他会計負担

金の（仮称）千里丘公園耐震貯水槽緊急

遮断弁点検に係る負担金というふうなこ

とですけど、これは、どこに負担をされ

る負担金であるのか、教えていただきた

いと思います。

　その下ですけれども、長期前受金戻入

ですけれども、この前受金ですけれども、

どのような前受金なのか教えていただき

たいと思います。

　続いて、原水・浄水及び送水費の中の

賞与引当金繰入５２０万６，０００円で

すね、これは平成２６年度では、ゼロだっ

たと思うんですけれども、平成２７年度

では出ておりますけれども、その点を教

えていただきたいと思います。

　続いて、３２ページ、委託料のＤＶＤ

制作業務委託料２２６万８，０００円と

いうのが出ております。これは昨年度に

はなかったと思うんですが、どういうふ

うなものなのか、教えていただきたいと

思います。

　続いて、自家発電機保守業務委託料１

７６万６，０００円です。昨年が４０６

万１，０００円で、かなりの減額になっ

ております。その下、自家発電設備点検

整備委託料１，１７７万２，０００円で

す。この点も中身を教えていただきたい

と思います。

　続いて、昨年は井戸洗浄作業委託料と

いうのがあったんですが、ことしはゼロ

になっています。昨年あってことしがゼ

ロっているのはなぜなのか、教えていた

だきたいと思います。

　運転監視業務委託料６，１６２万２，

０００円、昨年度が４，０８４万３，０
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００円だったんですけれども、約２，０

００万円増になっております。この中身

を教えていただきたいと思います。

　その下、薬品貯留槽清掃作業委託料３

５万７，０００円ですけれども、これは

平成２６年度がゼロでした。中身を教え

ていただきたいと思います。

　ここにないんですが、ＰＣＢ運搬処分

業務委託料、平成２６年度が５０８万５，

０００円出ていまして、平成２７年度が

ゼロです。ほかの会計では、ＰＣＢの処

分ということで、北九州のほうに運搬を

されるということで、そちらのほうは増

額となっております。水道部は、ゼロに

なっていますけれども、その点を教えて

いただきたいと思います。

　廃油等処理委託料４万８，０００円で

す。平成２６年度がゼロで出ておりませ

ん。その点、教えていただきたいと思い

ます。

　超純水製造装置保守点検委託料２８万

３，０００円、これも平成２６年度には

出ておりません。平成２７年度で出てお

ります。この点も教えていただきたいと

思いますし、その下、ガスクロマトグラ

フ保守点検委託料８１万５，０００円で

す。これも平成２６年度にはなくて、平

成２７年度に出ております。これも教え

ていただきたいと思います。

　続いて、次のページ、負担金の大阪湾

広域埋立処分場建設負担金１６万３，０

００円が出ています。平成２６年度は１

万円だったと思うんですけれども、この

増額に関して、中身を教えていただきた

いと思います。

　続いて、その下、大阪広域水道企業団

からの受水費５億７，１６１万７，００

０円ということですけれども、昨年も５

億６，４０８万４，０００円ですが、微

増です。この点は、水量自身は一緒であ

るのか、何かその単価が変わっているの

かですね、中身を教えていただきたいと

思います。

　続いて、３６ページ、工事請負費です。

漏水修理跡舗装復旧工事１，３３９万２，

０００円です。昨年はこの工事請負の中

で、給水管の切りかえ工事ということで、

２，８８２万円というのが出ていました

けれども、それは名目が変わっているの

か、全く違うような形、新たな部分なの

か、教えていただきたいと思います。

　続いて、その下、補償金ですけれども、

１，２７２万円、平成２６年度はゼロで

した。その点、教えていただきたいと思

います。

　続いて、４４ページ、水道事業経営分

析等業務委託料３５０万円が出ておりま

す。昨年は、アセットマネジメント更新

等の業務委託料５００万円というふうに

出ています。これが同じものなのか全く

違うものなのか、教えていただきたいと

思います。

　それと、公営企業会計システム改修業

務委託料が、ことしはゼロで、昨年は５

４万円出ております。ここには公営企業

会計システム保守業務委託料というふう

なんで出ておりますけれども、それがな

くなって、こういうふうになってきたの

か、教えていただきたいと思います。

　続いて、４６ページ、貸倒引当金の繰

入額です。貸倒引当金繰入８２２万６，

０００円です。平成２６年度はゼロだっ

たと思うんです。その点も教えていただ

きたいと思います。

　その下、減価償却費ですけれども、３，

６０６万９，０００円増になっておりま

す。この減価償却の算出方法というのは、

これ定率、定額いろいろありますけれど

も、どういうふうな算出方法をされてい

て、３，６００万円がふえているという
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ことは、これは平成２６年度の購入でふ

えているのか、平成２７年度の購入する

予定でふえているのか、教えていただき

たいと思います。

　続いて、５５ページからの企業債です

けれども、５８ページの一番最後に平成

２７年３月ということですけれども、恐

らく、この点というのは、利息はかなり

低いというふうに思います。昭和６１年

のものは何パーセントで、最新のものは

何パーセントなのか、利息は幾らなのか、

教えていただきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　末永課長。

○末永工務課長　森西委員のご質問にお

答えさせていただきます。補償金の内容

でございますが、補償金につきまして、

平成２７年度以降につきまして、平成２

６年５月にお示しさせていただきました

摂津市水道ビジョンの内容に基づきまし

ての基幹管路の更新に、水道部の更新事

業、シフトチェンジさせていただいたと

思います。その中で、平成２７年度以降

につきましては、基幹管路、特段、口径

が５００ミリメートルが基本の工事になっ

てくるかと思います。その中で、口径が

大きい分、深さも深くなりますし、掘削

の影響というふうなところも発生いたし

まして、工事を進めるために現場のほう、

土どめ等の安全対策を講じますが、万が

一、近隣に居住される方々の住居に影響

が出た場合、事前調査をし、事後調査を

する内容ではございますが、万が一、補

償というか、破損というかそういうこと

が発生した場合に対応するために、補償

金というものを、１，２７２万円計上さ

せていただいております。

　それと、もう一点、工事請負費でござ

います。昨年度まで、工事請負費で工事

がございましたけれども、本年度、先ほ

どお話させていただきました、基幹管路

にシフトチェンジしていく中で、この中

に、以前、平成２６年度までは、俗に言

う、給水管の切り替え工事、漏水等に対

応するために切り替え工事という形で、

漏水が多発地域の工事分と、漏水修繕跡

の舗装復旧費、２点で工事請負費という

ものを計上しておりました。その点で、

ことし、基幹管路中心となりました。そ

の中で、この内容の中から、給水管切り

替え工事を実施しないために舗装復旧費、

内容的には一緒なんですが、舗装復旧費

を計上しているところでございます。

○藤浦雅彦委員長　豊田次長。

○豊田水道部次長　それでは、森西委員

の１回目のご質問に対するご答弁を申し

上げたいと思います。

　まず、一点目の、３ページ、退職給与

費の項目がなくなったという点でござい

ますけれども、主に私どもの総務に係る

ご質問の、根本にありますのが、平成２

６年度に地方公営企業の会計制度が変わっ

たということがございます。それに伴い

まして、本来ですと平成２６年度と平成

２７年度、同じ形にならないといけない

んですけれども、私どもも初めての経験

で、平成２６年度当初予算を立てさせて

いただいて、近隣の状況を見ながら、平

成２７年度もう一回、よりわかりやすい

形で立てさせていただいたということを

一点ご理解願いまして、ご答弁させてい

ただきたいと思います。

　この退職金につきましては、この改正

によりまして引当金に引き当てて、ここ

から支出するということになりました。

ということで、その引当金の額が、退職

金を賄える額がどんどん積み立てるとい

うことになっていますので、この額につ

きましては、そこから引き当てるという

ことで流用するという心配がなくなりま

したので、削除させていただいたという
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ことでございます。

　それと、二点目、長期前受金の内容で

ございます。

　これも改正によるものでございます。

これにつきましては、他会計から頂戴し

たものとか補助金であるとか、そういう

ふうなものを、今までは全部資本にして

おりましたが、これが改正によりまして、

長期前受金ということで、負債勘定に計

上されることになりました。その資産が

減価償却される額相当額を、当年度の収

益として戻入するというふうな会計制度

になったということで、この分が出てき

たということでございます。

　それと、賞与金の引き当てについてで

ございます。

　賞与金の引き当ての分で、この分につ

きましては、平成２６年度はゼロという

ことになっているんですけれども、この

分は、先ほども、私どもも平成２６年度

当初にあげてなかったんですけれども、

平成２７年度当初にあげたのと同時に、

平成２６年度の補正予算で同じような会

計制度にしなければならないので、補正

させていただいております。この理由な

んですけれども、これも会計制度の変更

によるものです。この賞与引当金につい

ては、当該年度の分を、支払い分につい

て費用化するということになっておりま

して、賞与で言いますと、今年度で言い

ますと、平成２６年１２月から平成２７

年３月分、これは来年度の平成２７年度

のボーナスで支払うという形になります。

今年度でお金は支出しないんですけれど

も、今年度で支払うべき額ということで、

これを費用化するいう形の中で、引当金

に積み立てるという形の会計制度の変更

になりましたので、これが新たな項目と

してあがってきているということでござ

います。

　それと、企業団からの受水費の単価の

関係ですけれども、これは単価の改正は

ございませんので、あくまでも量の変化

によるものでございます。

　それと、４４ページの経営分析の関係

でございます。これと、アセットマネジ

メントの委託の関係ですけれども、これ

につきましては、全く違うものでござい

ます。平成２５年度に、水道ビジョンを

つくらさせていただきまして、そこで、

私どもの水道事業の目標を立てさせてい

ただきました。それと、今年度、平成２

６年度には、その目標に対して、それを

実行するために、水道施設の更新計画等々

を立てさせていただいたところでござい

ますけれども、そこで必要ないろんなこ

とをするために、アセットマネジメント

などを利用して立てさせていただいたと

ころでございます。その利用する資料を

ご用意させてもらったのが、今年度の委

託内容で、次年度のこの経営分析にかか

ります分は、今後、私どもとしましても、

第三者的な経営分析ということが必要に

なりますので、いろんな財政手法とかご

ざいますけれども、それを専門のコンサ

ルタントにお願いして、摂津市の水道事

業の現状であるとか、今後、どうしたら

いいのかとか、そういう部分を検証して

いただくというふうなことを予定してい

るところでございます。

　次に、企業会計の改修についてでござ

いますけれども、これは昨年度来、消費

税の改正が予定されておりました。その

分をパーセントを改修するという機能が

なかったので、その機能をつけ加えさせ

ていただいたというところでございます。

それで、８から１０パーセントになる可

能性もあったんですけれども、それにつ

いても、今後、そういうふうになったと

きには、前年のこの改修によって数値は
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変えられるという状況になっております。

　それと、貸倒引当金でございます。

　これにつきましても、今回、平成２６

年度の補正と一緒にあげさせてもらって

いる分で、これについても法改正による

ものでございます。これについても、企

業会計につきましては、ワン・イヤー・

ルールに基づいて、その年の分を全部費

用化するというふうに、基本的な考え方

は改正されましたので、この貸し倒れに

つきましては、この平成２７年度分でし

たら、平成２７年度の水道料金で、将来

的に取れなくなるという額を予定して、

それを引き当てておくと、費用化してお

くということでございます。今までの額

が決まってから不納欠損処理をさせてい

ただいて、特別損失させていただいたと

いう流れから、前もってもうその年度に

その額を引き当てると、費用化させてい

ただくというふうな形になりましたので、

平成２６年度から、貸倒引当金が出てく

るということになります。

　次に、減価償却費でございます。

　これは、考え方もいろいろございます

けれども、基本的に減価償却対象の物件

が出てきた、翌年度から出させていただ

くような形になっております。この減価

償却分につきまして、ふえた分につきま

しては、平成２６年度で更新した分が、

主に電気設備の分を今年度更新しており

ますので、その部分が定率法でやらさせ

てもらっておりますので、その分が多く

ここで計上させていただいているという

状況でございます。

　それと、最後に、５８ページの企業債

の関係でございます。

　一番最初の昭和６１年３月２９日の分、

これにつきましては６．３％ということ

で、最終、今年度、平成２７年３月に変

えさせていた分は０．９％を予定してお

ります。

○藤浦雅彦委員長　答弁の途中ですが、

暫時休憩します。

（午後２時３８分　休憩）

（午後３時１０分　再開）

○藤浦雅彦委員長　それでは、再開いた

します。

　答弁を求めます。

　池上参事。

○池上水道部参事　それでは、浄水課に

係ります森西委員のご質問にご答弁申し

上げます。

　１１点あったかと思います。順番追っ

てご答弁申し上げます。

　まず、１点目、（仮称）千里丘公園耐

震貯水槽緊急遮断弁点検業務委託料の内

容ということですけども、会計も含めて

ですけども、これについては平成２７年

度より新規事業でございまして、４０ト

ンの貯水槽、平成２８年度のまちびらき

に合わせて、平成２７年度の末に緊急遮

断弁の点検を必要とするものでございま

す。

　予算につきましては、今年度につきま

しては歳入としましては一般会計からの

他会計負担金を充当ということで、平成

２８年度からにつきましては市長部局、

防災の観点から防災管財課、管理につい

ては水道部が行うということでなってお

ります。

　２点目のＤＶＤ制作の質問でございま

すけれども、これにつきましては今現在

浄水場で施設見学者に対して、浄水場で

安全な水ができるまでの過程を主に小学

４年生及び一般市民に見てもらい、安心、

安全な水道水を供給していることをＰＲ

しているＤＶＤでございまして、その内

容が今現状の部分と違う点もあり、また

背景等も古いということから、現状に合っ

た最新のデータを取り入れたものにつく
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りかえる委託料を組んでおります。

　次に、自家発電機気保守業務委託料と、

もう１点の太中浄水場自家発電設備点検

整備委託の件でございます。

　これにつきましては、非常用発電機関

は中央送水場にディーゼル機関１台、鳥

飼送水場のディーゼル機関２台、千里丘

送水場にディーゼル機関１台の計４台の

駆動機関がありまして、停電等の非常時

に運転発電し、送水を確保する設備となっ

ております。

　この前年比較につきましては、太中分

を別に分けて予算組みをさせていただい

た部分で減額となっており、太中浄水場

自家発電設備点検整備委託につきまして

は、本格的なオーバーホールを今年度行

うことから、この予算額となったもので

ございます。

　次に、井戸洗浄作業委託料が今年度計

上されておらず、前年度が７２０万円計

上しておりましたけども、これにつきま

しては毎年１本の井戸を洗浄ということ

で実施をさせていただいてます。これに

つきましては２年に１回ということの実

施なので、平成２７年度は実施せずに次

回は平成２８年度実施予定にしておりま

す。

　運転監視の委託料のアップ分のことで

ございますけれども、この部分につきま

しては、この平成２７年度より委託を平

日の昼間の部分を拡大するということか

ら、この部分を予算額としましては６，

１６２万２，０００円の計上なんですけ

ども、前年度から比較しますと１，７７

７万９，０００円の増額ということになっ

ております。

　この平日分の予定価格に今年度の単年

度あたりの契約金額を加えたものを比較

しまして、今年度の予算額からしました

ら増加額が１，７７７万９，０００円と

いうことの説明でご理解いただきたいと

思っております。

　次に、薬品貯留槽清掃作業委託の件で

すけども、３５万７，０００円計上して

おります。

　この分につきましては、去年がゼロ計

上ということで、今現在太中浄水場には

薬品貯蔵タンク７基を保有しており、こ

れにつきましては今年度より毎年順次清

掃を行うということから今年度計上をし

ております。

　次に、ＰＣＢ処分の件でございますけ

ども、今年度につきまして、ＰＣＢにつ

きましては、高濃度のコンデンサ６台、

キロでいいますと約３００キログラムご

ざいまして、物については今年度処分さ

せていただきました。

　あと、太中には低濃度のＰＣＢの部分

を厳重に梱包して保管しておるんですけ

ど、この部分についてはコンデンサが７

台あります。この分については約５０キ

ログラムあります。

　この部分につきましては、平成３２年

に今現在ある太中、それから各送水所全

てのＰＣＢの含有機器がほぼ判明する、

全て。どれくらいの量があるか、そのと

きに合わせて微量のＰＣＢ汚染廃棄物を

処分するということで計画を考えておる

ところでございます。

　あと、廃油と処分費用でございますけ

ども、今年度４万８，０００円を計上し

ておりまして、これについては今までに

蓄積されましたモーター等のオイルです

ね、それとこれがドラム缶にすると約６

本くらいあるんですけども、あと有機溶

剤、それも含めてドラム缶が約７本くら

い今保管してますので、その分の費用と

いうことで考えて計上させていただいた

ものでございます。

　あとは水質の関係でございますけれど
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もお問いの分につきましては超純水製造

装置保守点検業務委託料、今年度２８万

３，０００円を計上させていただいて、

平成２６年度が予算ゼロということでご

ざいますけれども、これにつきましては

平成２５年度に機器の更新をさせていた

だきましたので、平成２６年の分は保証

期間という部分から予算がゼロというこ

とで計上させていただいております。

　次に、ガスクロマトグラフ質量分析計

保守点検業務委託料の件でございます。

　これも同様に、平成２６年度に、今年

度でございますけども機器を更新させて

いただいてます。その関係で８１万５，

０００円の計上ということになっており

ます。

　次に大阪湾広域埋立処分場建設負担金

の件でございますけども、これにつきま

しては前年が１万円とかなり少額ですけ

ども、これにつきましては建設工事がな

く、調査費と事務費のみということで、

負担金が１万円で済んだということでご

ざいます。

　２７年度につきましては、大阪湾広域

埋立センター実施予定事業としましては、

搬入基地整備工事、それと排水処理施設

の整備と、その２点によりまして、負担

金がアップしたということの理由でござ

います。

○藤浦雅彦委員長　小明課長。

○小明営業課長　それでは、最後、第２

点目の営業課にかかわるお問いについて

お答え申し上げます。

　平成２６年度に比べると、平成２７年

度の給水収益、基本料金がふえてるのに

従量料金が減ってるというお問いだった

と思うんですが、これなかなか従量と基

本料金にふりわけていくというのがかな

り困難なんですが、いわゆる基本料金ふ

えたというところは、メーターの数がふ

えたというところによってくるものでご

ざいます。

　ですから、一番大きなメーターとすれ

ば、本市の場合２００ミリというのがあ

るのですが、２００とか１５０とか１０

０については毎年変動するもんじゃござ

いませんが、一般家庭お使いの１３ミリ、

２０ミリというのは、やはりかなり変動

しますんで、きっちり個数は分かりませ

んが、前年度の実績等勘案しまして、基

本料出させていただいております。

　それと、従量料金が減ってるのは全体

の給水収益が減っておりますんで、トー

タルから基本料金を引くと従量料金もお

のずと減っていくというふうなことになっ

ております。

○藤浦雅彦委員長　答弁求めるようであ

れば２回目質問してください。

　森西委員。

○森西正委員　多くは理解をさせていた

だいて、数点ちょっとまだわからない部

分がありますので、質問をさせていただ

きたいと思います。

　まず、ＰＣＢに関してですけれども、

他の会計では北九州のほうで処分を、そ

こだけ処分をされて、待ちの状態で、実

際にその処理ができるかどうかというの

はわからなくて、予算計上だけはしてる

というふうなことだったんですけれども、

向こうの受け入れが可能であるというふ

うなことであれば、平成２７年度は出し

てないんですけれども、これは何らかの

別で措置を講じていくのか、お聞かせい

ただきたいと思います。

　それと、大阪湾の広域処分場の負担金

の件ですけれども、平成２６年度は調査

費で、平成２７年度は搬入搬出の工事と

いうふうなことですけれども、これから

ですけれども、さらに負担金というのは

増加をしていくものなのか、今のこの平
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成２７年度の推移がずっと同じような金

額で推移をしていくのか教えていただき

たいと思います。

　それと次の、大阪広域水道企業団から

の受水量というところですけれども、水

量の部分にはお聞きしたんですけれども、

広域水道企業団から受水をしてるという

のは安威川以南地域の部分ですけれども、

以北は太中の水でということですけれど

もね。以南と以北のこういう水質とかっ

ていうのはどういうふうになってるのか、

違いがあるのかないのかですけれども、

以北はカルシウムが多くて、太中系統は

多いというふうなことは聞くんですけれ

ども、飲み水ですから基準には当然適合

はしてると思うんですけれども、その中

でも差があるのかどうかお聞きをしたい

と思いますし、かつては大阪府ですけれ

ども、この企業団との摂津市との間の取

り決めですね。どういうふうな取り決め

があって、例えば受水量は決まっておる

のか、例えば金額とか、何でもって、供

給している市民の方がそれを使われると、

その水量分だけ金額を支払うのかという

ふうなことになっているのか教えていた

だきたいと思います。

　それと、企業債の件ですけれども、一

番最初の分を６．３％で、一番最近のは

０．９％ということで、これかなりの率

が違うんですけれども、決算のときでも

質問させていただいたんですが、改めて

質問させていただきたいと思いますけれ

ども、公共下水道のほうは借換債があっ

て資本費平準化債を発行されますけれど

も、この水道のほうはそういうふうな部

分っていうのは、決算のときはなかなか

厳しい部分があるというふうな答弁でし

たけれども、発行自身は可能であるのか

どうかですね。法的なもの、制度の中で、

発行っていうのは可能であるのか。ただ、

相手がそれを受け入れてくれないのか、

その点がどうなるのかお聞かせいただき

たいと思います。

○藤浦雅彦委員長　それでは答弁お願い

します。

　豊田次長。

○豊田水道部次長　それでは、私から森

西委員の２回目のご質問に対するご答弁

をさせていただきたいと思います。

　最後の５点目の企業債の点でございま

すけども、６．３から０．９に下がって

るという状況で、決算のときにもそうい

うご質問いただきました。

　それで検証させていただいたんですけ

ども、借換債につきましては、下水のほ

うにもあったと思うんですが、耐用年数

に沿った期間でやってる部分については、

借りかえ制度は使えませんので、基本こ

れは使えないというふうに考えています。

　あと、平準化債についてはいろいろな

条件がございますので今の水道の状況で

は使えないのかなと。検証させてもらっ

た結果でございます。

　それとあと、もう一つ使えそうなのが

繰り上げ償還という制度がございます。

それにつきましても条件がございまして、

財政状況であるとか、そういう条件がご

ざいますので、これについても使えない

ということで、今現在やっぱり水道につ

きましては従前から一定計画的に起債発

行をさせてもらってる状況の中、他の制

度で発行、借りかえをするとか、そうい

うふうなことは難しいのかなというのが

今現状の検証した結果でございます。

　それと、受水量の企業団の関係のほう

は総務課の関係が一部ありますので、私

ども一部答弁させていただきたいと思い

ます。

　これにつきましては、年間、期間は７

月から翌６月までの間で、承認水量とい
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うのを取り決めさせていただいてます。

その中で使用量については決めさせてい

ただくと、毎年協議させていただいてる

というふうな形になっております。

　それと、受水の単価ですね。これにつ

きましては企業団で条例が定められてお

ります。その中で企業団の中で、受水費

の単価を決められてる状況で、今現在は

税抜きで７５円という形で定められてい

るところでございます。

○藤浦雅彦委員長　続いて、池上参事。

○池上水道部参事　２回目の森西委員の

質問にご答弁申し上げます。

　ＰＣＢの件でございますけども、一般

部局のほうでは北九州の処分先というこ

とで答弁あったと思いますけども、太中

浄水場の部分については、北九州の安定

器が主ということで、太中浄水場にある

低濃度につきましては、コンデンサとト

ランスということの部分でございまして、

北九州のほうには処分先としては、うち

の浄水場のコンデンサとトランスは処分

先としてはできないということで考えて

おります。

　だから、コンデンサ、トランスにつき

ましては、今回、日本環境安全事業所株

式会社大阪営業所、そこの部分が処分先

になろうかと思っています。

　あと、これ以外の近畿とか、その辺の

条件に合った処分場がないということで、

まだ平成３２年度まで様子見るわけなん

ですけど、その時点においては、今回処

分させていただいてます日本環境安全事

業所株式会社大阪営業所が処分先になる

だろうということで考えておりますので、

ご理解お願いしたいと思います。

　あと、大阪湾広域の負担金の件でござ

いますけれども、この負担金につきまし

ては、平成２３年度に府のほうから調査

がありまして、うちの廃棄処分量のアン

ケートがありまして、その処分量に応じ

た部分で負担金というか、整備事業の国

庫負担割合によって多少するということ

でご理解いただきたいと思っております。

　水質の件でございますけども、太中浄

水場は地下水からくみ上げている関係上、

ミネラルが豊富ということで、カルシウ

ムが大阪水道企業団の受水部分から比べ

ますと、そういう量が多うございます。

受水のほうの広域企業団水につきまして

は、高度処理されておる関係上、このミ

ネラル分につきましては太中浄水場の水

から比べますと差があるということでご

ざいます。

　あと、よく言われてますミネラル分が

豊富やからおいしく感じるとか、そうい

う部分については大きく差はないものと

私どもはそういうふうに考えております。

○藤浦雅彦委員長　森西委員。

○森西正委員　それでは、ＰＣＢに関し

てですけど、今、ご答弁いただいて、ちょっ

とよくわからないんですけど、平成２７

年度に処分費の予算がゼロで、コンデン

サがまだあるということなんですかね。

それは処分していかなあかんということ

で、予算を上げてなくて、どちらからの

話かわかりませんけれども、向こうから

の話なのか、いや、処分できますよとい

うふうなことであったときに予算措置を

してなかったときはじゃあできませんよ

という話になるのか、どこからか流用し

て、その分は処分をするということにな

るのか、ちょっとわからないんですけれ

ども、そういうふうな問題が出てこない

のか、処分ができないというふうなこと

が出てこないのか、改めて聞きたいと思

います。

　それと、企業団との件ですけれども、

税抜き７５円ということでありますけれ

ども、これは７５円ということであると、
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太中のほうでくみ上げられて、かつても

聞いたかもわかりませんけれども、費用

というのはどうなのか教えていただきた

いと思いますし、市民からしますと安心

で安全な水を低価格で供給をしていただ

くというのが理想だと思うんですけれど

も、その点の太中でくみ上げられてる場

合での費用と、大阪府から受水をしてる

部分とでは差があるのか、極論ですけれ

ども、場合によれば大阪府のほうが極端

に安ければ、それを一元化というのも一

つの考えでしょうし、太中のほうが安け

れば、大阪府の水はそんな高い水は要ら

んよということにはなると思うんですけ

れども、その点、どうなのかを教えてい

ただきたいと思います。

　企業債に関しては、今、お聞きをしま

した。なかなか借りかえとか、平準化と

かさまざまな繰り上げ償還も難しいとい

うことでありますけれども、公共下水に

比べると起債は水道のほうは少なくて、

その点は高額な利息を、市民から徴収し

た中からそちらのほうに支払いをすると

いう部分では少ないかというふうには思

います。

　公共下水でも話をさせてもらったんで

すけれども、利率の低いときには例えば

設備投資とかする場合に、うまいこと企

業債を活用すればいいというふうには思

うんですけれども、利率の高いときには、

やはりそれは利息の償還は市民からやは

り徴収したところから返済にというふう

になりますから、そういうふうな利率の

高いときには、やはりそれまでに内部の

ほうで留保した部分で活用するとか、そ

のときの活用できる部分で活用をやっぱ

りしていただいて、利息に金融機関とか、

もしくは国のほうの関係のほうに支払う

よりはというふうには思いますので、今

までも健全な経営をされてますから、今

後もその辺を計画を、これからさまざま

な行わなければならない部分といいます

か、費用をかけなければならない部分が

たくさんありますから、その辺は計画を

十分に考えていただいて進んでいただき

たいと思いますので、先ほどお聞きした

部分だけご答弁お願いします。

○藤浦雅彦委員長　答弁を求めます。

　豊田次長。

○豊田水道部次長　それではまず、１点

目のＰＣＢの関係でございます。この関

係につきましては予算との関係もありま

すので、その辺を含めましてご答弁させ

ていただきたいと思います。

　池上参事の１回目のご答弁でありまし

たように、今後いろんな施設を更新する

中で、またＰＣＢが出てくる可能性がご

ざいます。これは確認後、一括して処理

させていただくほうが効率がいいかと考

えております。その点、今回処理させて

いただいた分につきましては、高濃度と

いう分で、なるべく早く処理しなければ

ならないということで、順番が回ってき

たということで、予算化させていただい

て、処理させていただいたところでござ

います。

　あと、今説明あった低濃度の分につき

ましては、今後保管に気をつけながら、

一括して効率よく処理していきたいと思っ

ております。そのときがきたら予算措置

するなり、時間がなければ補正させてい

ただくような形で対応させていただきた

いと思っております。

　それと、２点目の自己水との関係でご

ざいます。決算のときにもご説明させて

いただきましたけど、自己水のほうが単

価は安くなっております。

　ただ、そのことだけを見ると、自己水

をどんどん活用するほうが水道料金安く

なるというふうになるんですけども、あ
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と自己水を活用すれば、当然施設の更新

という部分もございます。その辺、バラ

ンスをとりながらの経営ということになっ

てくるかと思います。

　今後、今やっぱり国のほうでもいろん

な経営戦略という言葉が出てきておりま

すけども、今後につきましてはこういう

戦略的なことも考えながら、水道料金、

それと施設更新の費用、その辺のバラン

スをとりながら、戦略を立てていきたい

と思っております。

○藤浦雅彦委員長　森西委員。

○森西正委員　先ほども言いましたけど、

市民の安心安全で、さらに安価な水をど

のように適応していくかという、そこが

まず水道にとってはまずそれが究極の求

めるところだというふうに思いますので、

それを目指してさまざまな諸問題が出て

こようかと思いますけども、その部分を

市民に、出た費用というのを市民に負わ

せるようなことがないように慎重に検討

していただいて、安全な経営を図ってい

ただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。

○藤浦雅彦委員長　ほかに質疑のある方。

　野原委員。

○野原修委員　それでは、数点質問をさ

せていただきます。

　今も出ておりました太中浄水場の運転

監視業務委託、これはたしか平成２５年

度から３１年度の債務負担行為なんです

けど、これが平成２７年度から２９年度

という形で、今までは夜間と土・日曜日

が２７年度からは昼間もという形で、多

分こういう形で債務負担行為をなされた

と思うのですが、過去に夜間と土・日を

委託されていて、それで適正にそういう

監視をやって、委託しても大丈夫だとい

う形で多分私はどんどんアウトソーシン

グをしていって、合理化していって、だ

けどそのコアの部分はきっちり水道のほ

うで管理して、市民の方に安全な水を提

供するというシステムを構築していただ

きたいと思うのですが、その辺のコアの

部分をどういう形で今後進めていかれる

のか、そのお考えをお聞かせいただきた

いと思います。

　それから、車両管理用消耗品で、昨年

は多分４万円ぐらいだったと思うんです

けど、ことしは３８万８，０００円出て

おります。この内容をお聞かせください。

　続きまして、調査業務委託料で２６０

万３，０００円、これは多分不明水対策

かと思うんですが、部長も本会議の答弁

のときにあったかと思うんですけど、こ

の内容をもう少し詳しくお聞かせくださ

い。

　それと、ペイジー専用回線使用料、私

もこういうものを余り聞くことがないの

で、この内容をお聞かせください。

　それと、コンビニ収納業務委託料２３

３万３，０００円。コンビニ収納が始まっ

てから今日までの推移をお聞かせくださ

い。

　それから、予算書の４３ページの防災

用消耗品の９８万円の内容をお聞かせく

ださい。

　続きまして、配水管布設工事他で３億

４，８９０万円、昨年度より２億円ぐら

いふえておると思うんですけど、この内

容をお聞かせください。

　鉛管対策工事も昨年度は８，９００万

円ぐらいのものが、２７年度は１億２５

０万円という形をとっております。今も

森西委員のほうからもありました企業団

の責任水量の話ですけど、豊田次長のお

話では安い水は責任水量を多く取ること

によって井戸を目一杯使うというのか、

そういう形のことで施設の更新のほうが

早まったら、その辺のバランスを今後ど
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う考えていくかで、３．１１以来そういっ

た形で管のほうとかそちらのほうにシフ

トしていった形で、どうやれば一番安定

的な運営で市民の方に本当に一番安い水

を提供できるのかということを今後考え

ていかれるとは思うんですけど、今まで

は私らも責任水量と言われる分を１トン

でも２トンでも少なくしてもらって自己

水をくみ上げてくれというような形を今

までは提案してきたんですけれども、今

のご答弁をお聞きした中での今後責任水

量の問題と施設更新のその考え方につい

てお聞かせいただきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁をお

願いします。

　小明課長。

○小明営業課長　そうしたら、今、野原

委員の営業課にかかわる質問についてご

答弁申し上げます。

　まず、ペイジー専用回線料というお問

いだったと思うのですが、このペイジー

といいますのは平成２３年１０月より実

施をいたしました。内容としましては、

口座振替登録端末機というものでありま

して、お客様がお客様窓口とか営業課の

窓口に来られて、銀行のキャッシュカー

ドがあればその場で口座登録の手続がで

きるというものでございます。それで、

運用の仕方としてはお客様窓口とそれか

ら営業課の窓口、それと現地のほうに集

金とかに行った際にその端末機を持って

いって、その場で口座振替にしませんか

というふうな内容でお勧めして、そうい

う形で口座を開いていただいているとい

うケースもございます。それがペイジー

という形でございます。

　それから、コンビニ収納についての推

移ということなのですが、コンビニ収納

につきましては２５年の１０月から開始

をいたしました。それで、２６年度、本

年度を見てますとかなりの方が利用され

ているというふうなことで、まだ年度が

３月まできっちり閉まってないのですが、

２６年度の４月から１２月までを見ます

と、今まで口座振替や自主納付というこ

とで納付別のパーセンテージを出してい

たのですが、大体自主納付の割合が全体

の２５％ぐらいあったのですが、そのう

ちコンビニ収納をされてる方が４月から

１２月までで統計をとりますと約１６％

ぐらいの方が利用されているということ

でございます。今後もまた随時ふえてく

るのではないかなとは考えております。

○藤浦雅彦委員長　末永課長。

○末永工務課長　野原委員のご質問にお

答えさせていただきます。

　２点目の車両管理事業の備消耗品費の

増加についてでございますが、委員がおっ

しゃるとおり、昨年まで平成２６年度４

万４，０００円です。平成２７年で３８

万８，０００円と大幅に増加してるとい

うふうな内容だったと思いますが、この

件につきましては経常的に車両ですので

バッテリー交換等で通常的なバッテリー

交換を計上させていただいているのです

が、平成２７年度につきましては特段、

職員の公用車の運転、水道部の中では労

働安全衛生委員会とか安全運転管理者講

習会とかいろいろ情報収集の源があるか

と思いますが、その中で内容を職員に周

知して教育は行っているところなのです

が、特段、最近の車の運転に関しまして

は内的要因と、また外部から入ってくる

外的要因がいろいろとございます。万が

一交通事故が発生した場合、その後の処

理を迅速にするとともに職員の運転の安

全意識の向上のために平成２７年度、現

在の工務課が所管する従事者の車両全車

にドライビングレコーダーを設置してい

くと。その中での水道部全体でそういう
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ふうに取り組んでいこうということなの

で、今現在の浄水課４台、営業課２台、

合計１７台の車両にドライビングレコー

ダーを装備していくというような内容で

ございます。

　それと、３点目の調査業務委託のほう

なのですが、委員がおっしゃるとおり、

調査業務のほうは漏水調査の内容でござ

います。本業務は管路の事故の事前の予

防と点検目的で平成２１年度から継続事

業としてやらせていただいております。

その中に市内を５分割し、５年に１回同

じ地域を漏水調査するというふうな内容

になっております。平成２６年度は鳥飼

地区ですが２８キロ調査をいたしました。

その中で漏水が５件発見されたというふ

うな、即時修繕のほうは行っているので

すが、平成２７年度も継続して市内２３

キロを漏水調査をしてまいりたいと思っ

ております。

　それと、７番目にご質問いただきまし

た配水管布設工事が２億円ほどに増加し

てるというふうな内容でございます。先

ほど森西委員にも答弁をさせていただき

ましたが、水道ビジョン策定以来、基幹

管路、水道部の投資を集中するというふ

うな中で基幹管路の更新を大幅に増加さ

せていただいていると。そうしたこの水

道ビジョンの期間内に一定の成果を上げ

たいというところでございます。整備内

容としましては基幹管路４か所を中心に

１．３キロの耐震管を布設する計画でご

ざいますが、今までの小口径の耐震化と

大口径の耐震化のその辺の費用が増加し

ているところでございます。

　それと、８番目の鉛管対策事業、１億

２５０万円、昨年度より増加してるとい

うことなのですが、鉛管対策事業は当初

の平成１５年の調査で１万３，０００件

ほどございました。平成２５年と末には

６，９３８件、市内の１６．５％が残存

してるような状態でございます。進捗率

は５２．３％でまだ半分残ってたという

ふうな状況で、平成２６年度も現在鉛管

対策事業を進めております。その中で平

成２６年度末には６０％を目標に今現在

しているところなのですが、何分鉛管解

消件数を増やすために集中したところで

やってきたという中で、平成２７年度か

らはその分ばらつきが出てきたところを

地域別に分けてやっていかせていただき

たいなと。件数も１，２５０件と多くは

ないと思いますが、その辺で鉛管を取り

除く方法を今までは道路部分からやり直

しておったのですが、鉛管を解消してい

くというふうな目的で個別給水について

の解消をさせていただきたいと思ってお

ります。

○藤浦雅彦委員長　豊田次長。

○豊田水道部次長　それでは、野原委員

のご質問に対して、まず１点目の太中運

転監視にかかわる分でコアの部分をどう

するのかというご質問なんですけれども、

当然水道事業でございますので基本原則

は公がしていかなければならないと思っ

ております。その中でやはり本会議で部

長のほうからご答弁があったかと思うん

ですけれども、民に任せるものは民に任

せて、公がやらなければならないものは

公がやるというふうな考え方の中でやっ

ていきたいと思っております。その中で

やはり運転監視につきましても、基本、

監視については委託させていただきます

けれども、何か事があったときには指導・

指示できるような体制は水道部で持って

おかなければならないと考えております。

その中で職員につきましては全く運転監

視につく技術、これについては継承しな

ければならないと思っていますので、そ

の部分については継承していくような体
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制を今後も続けていきたいと思っており

ます。

　続きまして、２点目の災害の備消耗品

についてのご質問で、これは何に使用す

るかというお問いであったと思います。

これにつきましては、二つのものを購入

する予定で上げさせていただいています。

一つ目につきましては給水袋。これは６

リットルの分で背負える形の部分を１，

０００袋購入させていただきたいという

ふうに考えております。それと、もう一

点、備蓄水について。これにつきまして

は、企業団で共同制作という形で購入の

ほうを考えております。これにつきまし

ては、２４本入りの箱を１００箱購入予

定となっております。

　それと、最後の責任水量と施設更新の

考え方という点でございます。今、末永

課長からも水道ビジョンに沿って今後施

設更新をしていくんだというご説明をさ

せていただいたところなんですけれども、

それに伴いまして基幹管路の更新である

とか、施設につきましては水道水を送る

ための電気施設であるとか、そういうふ

うなものを優先的にさせていただくよう

な計画を今年度立てさせていただいてお

示しさせていただいたところでございま

す。それに伴いまして、後回しというこ

とはないんですけれども、浄水設備につ

きましては一定費用を回せなくなったと

いう現状がございます。その中で先ほど

も言いましたように、つくっていく水と

受水していく水、この辺のバランスをと

りながら施設の更新をしていくという中

で経営をさせていただきたいと考えてお

ります。その中で若干自己水については

維持または減少するという中で経営を進

めていくようなことを予定しているとこ

ろでございます。その中で今後につきま

しては、受水量につきましては若干ふや

していかざるを得ないという状況も出て

くるのかなと考えております。その辺は

先ほども森西委員にご答弁をさせていた

だいたように、施設更新の費用とその配

分、それとあと経営のバランスをとりな

がら今後の戦略を立てさせていただけた

らと考えております。

○藤浦雅彦委員長　野原委員。

○野原修委員　太中の監視業務の技術の

継承、これはずっと以前から言われてい

る話で、やはりこの間、一般会計のほう

でも公園担当の古い職員が退職して民間

に委託しないとしょうがないというよう

な現状が出てくるというのもあるんです

けど、やはり水道は命の水ですからそう

いうことがないような形で、中で水質も

検査をされてる方もちゃんとその辺の継

承も今はできていますけれども、そういっ

た意味では本当に命の水を預かるところ

の部分で技術の継承と言われている割に、

本当にその辺が伝わっているのかどうか、

その辺のところが本当に心配なところで、

コアの部分はきっちりとした形で技術の

継承は今後ともしていっていただきたい。

これはまた委員会でも再度事あるごとに

その辺を聞かせていただきたいと思いま

すので、信じておりますのでその辺はきっ

ちりした技術の継承、人数が少なくなっ

たからできないというようなことがない

ような形で今後とも進めていただきたい。

アウトソーシングはどんどん進めていた

だいたらいいと思います。だけど、それ

の管理はきっちり水道部の職員のほうで

してもらうという形をお願いしておきた

いと思います。

　それと、続きまして、ペイジーのこと

はわかりました。これは口座振替の形と

いうことの理解です。ほんなら、そのと

きに、今コンビニ収納が始まったのは、

もともとは営業時間外に納めたいけど納
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められないという滞納という形に対応す

るためにコンビニ収納というのが始まっ

たかと思うんですけれども、本来は口座

で納めてもらうというのが一番多分経費

的にも安いと思うんです。それは、また

私なんか、ほとんどの人がそういう形で

やはりこれは市民の義務だと思うんです。

そういう形で口座振替で引き落としても

らうという、それが本来の姿だと思う、

だけど本来はそういう形で営業時間内に

納められる人がそういう形で振替でコン

ビニ収納といってやってもらったと思う

んですけど、さっき小明課長が言われた

ような形で、集金に行ったりほかでＰＲ

するときに、そういう形で本来は口座振

替でやっていただきたいという形でＰＲ

のその辺がどういう、コンビニ収納があ

るからそれでいいんですよという形にす

るのか、口座振替にするのとコンビニ収

納で納めてもらうので市の費用が変わっ

てくるとは思うんですけど、その辺の変

わらないのか、もしくはそのままなのか、

その辺をお聞かせいただきたいと思いま

す。

　それと、ドライブレコーダーこれは１

７台つけられるということは、今本会議

でもしょっちゅう事故があってどうのこ

うのというような、それこそ緊張感を持っ

てやると言ってもこれは人のやることで

すから、そういうことが起こってくるか

もわからないんですけどこういった形で、

今、これは１７台につけて３８万円だっ

たら１台当たり２万円ぐらいになるんで

すか、２万円強か。そのぐらいのところ

で日々そういう形で緊張感を持って運転

していただいて、事故を起こさないとい

う形の費用では私は安いと思うんです。

これをつけて事故を起こしたら何もなり

ませんけど、今でも水道のほうは事故は

起こさないでそうやってやってもらって

いるので、そういった中でよりこういう

ものをつけた形で職員の方も緊張感を持っ

てそのストレスが少しでも少なくなるよ

うな形で、事故を起こしたときでもやっ

ぱり自分は悪くなかったというような形

の証明にも一つなってきますので、これ

は今後とも全庁的に広がったらいいかな

と思うので、そういう形の試験的という

のか見本になるような形の進め方をして

いただきたいと思います。

　それから、今調査業務委託料のところ

で不明水の対策で５年に１回そういう５

分割でやられてるという形でも回られて

るという、これは業務委託ですから多分

委託に出されてると思うんですけど、そ

れ以外に職員で目視で回られてそういう

形ができるのか、その辺の技術の継承、

これはあくまでも業者に委託してやらな

いとできないのか、それともそういうパ

トロールみたいな形でも若干そういう形

で事前に防げるような形のものができる

のかどうか、その辺の内容をお聞かせい

ただきたいと思います。

　それと、防災用消耗品のところで、今

一応ナイロンの背中にかつぐ部分ですか

ね。そういうことで１，０００個購入と

いう形で、これもできたらずっと蓄えら

れてるか、それともことし初めてじゃな

い、防災訓練のときなんかは地域のとき

でも何ぼか供出してもらってる部分もあ

るので、できたらそういう水道の宣伝に

もなるところで出せる範囲で地域の防災

訓練のときとか、そういうところに提供

してもらうということをまたお考えいた

だきたいと思います。

　それと、今企業団と提携して水を１０

０箱そういう形で共同でつくられてると

いうことなんだが、これは多分太中の自

己水でつくったらすごい単価になるので

難しいかと思いますけど、太中の水はお
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いしいということは昔から言われてます

ので、ミネラル分も多いということで、

これは自己水でつくられへんのかなと思

うんですけど、その辺も一回考えていた

だいて、これは要望としておきますので。

　続きまして、それから配水管布設工事

のところもこれから施設で管理をきっち

りしていって、耐震の形を進めていった

中で事故が起こらないように事前にそう

いう老朽管というのかそういう耐震を進

めるという形で、本年度の予算もこれか

ら起こされていってると思うんですけど、

この辺の計画なんかは水道ビジョンの中

でうたわれているのか、それともこの耐

震化計画みたいなのはどうされているの

か、その辺のところを教えていただきた

いと思います。

　鉛管対策工事も今は年々進められて、

一応２６年度で６０％ということで、こ

れも最終到達点が何年くらいで１００％

にいくのか、その辺の目標も教えていた

だけたらと思います。

　企業団の責任水量に関しましては、今

後とも企業団とそういう話し合いを持ち

ながら、できるだけうちの営業方針も踏

まえた中でまた責任水量を中で議論して

いただいて、一番ベストな形で責任水量

を決めて、自己水との企業団の水との関

係を進めていったらいいかと思いますの

で、これも今後とも検討のほうをよろし

くお願いしておきますという要望で終わ

らせていただきます。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁をお

願いいたします。

　小明課長。

○小明営業課長　それでは、２回目のコ

ンビニ収納についての費用的なものとい

うことで、野原委員がおっしゃるように、

始まりはやはりお客様の利便性、３６５

日２４時間支払えるということで始めま

した。それで、ちなみに手数料なのです

が、おっしゃったようにコンビニですと

１件５５円税抜きで、これが銀行口座引

き落としであると税抜きの４円というこ

とで、ゆうちょ銀行は税込みの１０円と

いうことで現在取り扱っております。おっ

しゃるようにかなり金額の差がございま

すので、私どもといたしましてもやはり

口座振替をご利用くださいということで、

先ほどもペイジーですとかホームページ

にも載せておりますし、毎回送らせてい

ただく請求書の裏面にも書かせていただ

いております。

　それと、毎回ではないのですが、年に

通常のご家庭ですと６回ご請求書がいく

のですが、そのうち今のところは１回だ

けなのですが、こういう口座振替のお勧

めというふうな案内の文章を一緒に入れ

て送らせていただいております。これに

よってコンビニ支払いが始まる２５年１

０月以前にやったときにはぐっとふえた

のですが、やはりコンビニが始まるとちょっ

と伸びが悪くなってきたかなというので、

今後はこういうのを一緒に同封して送ら

せていただく機会をふやしていきたいと。

口座振替をどんどんとやっていただける

ように、今後とも努力していきたいと考

えております。

○藤浦雅彦委員長　末永課長。

○末永工務課長　野原委員の２回目のご

質問にお答えさせていただきます。

　調査業務を業者のほうに発注して調査

業務をさせていただいております。その

中で業者でないとできないのか、職員で

はできないのかというふうなお問いだっ

たと思いますが、うちの職員で特に修繕

を担当してる職員につきましては経験年

数も高く、近隣都市では特段修繕に関し

ては知識も豊富で優秀な人材がそろって

るかと思います。その中で漏水調査をさ

－57－



せていただくというふうな中の本来の修

繕業務が年間８００件弱ございまして、

なかなか漏水調査に回るというふうな時

間的というか、そのところが確保できな

いところが実情でございますが、特段漏

水調査を発注しなくても音とか仕切弁と

いうか制水弁という水をとめる弁の音を

聞いて、何メートル先で漏れてるかとい

うのを大体今まで技術継承をされてきま

して、感覚といったら申しわけないので

すが、わかると、漏水してるというのが

判断できるというような技術を備えてお

りますので、特段問題がある箇所、漏水

で道路が水でぬれてるという場合には十

分できますし、近隣の皆さんからの音が

するとかいうときには対応は現在のとこ

ろはさせていただいているところでござ

います。

　それと、配水管整備事業の水道ビジョ

ンのところで留まっているのかというお

問いだったと思います。水道ビジョンは

平成２６年５月に作成いたしまして、委

員にもお示しさせていただきましたけれ

ども、その後水道部内で水道ビジョンを

実現化するために検討委員会を、私も入っ

ておりましたが若手職員も含めまして検

討委員会を進めて、実現化方策という形

で実施計画のほうを進めさせていただき

ました。その中で料金収入の面とか水道

のサービス面とか、いろいろ内容的には

豊富だったと思います。その中でできる

だけ設備投資を最小限度にしていかなけ

れば水道会計はなかなかしんどいなとい

うような議論もございまして、欲を言え

ばどれもこれも耐震化というふうなこと

もございます。ただ、それは経営の面で

はなかなか難しいということで、内容と

しましては震災に備えて、震災時は東北

の経験もございます、その中で基幹管路

がやられるとどうにもならないというふ

うなことも目の当たりにしております。

その中で送水管、特段私ども３送水所と

１浄水場、４か所の施設に連絡をしてお

けば、どれかがつぶれてもどれかが助け

にいくというふうな幹線ルートの確保を

中心に進めていきたいなというふうに検

討したところでございます。

　それと、鉛管対策事業でございます。

鉛管対策事業は平成１６年度から事業を

開始しまして、何回かの計画変更という

ことがございました。ただ、この水道ビ

ジョン以降、検討委員会でどうしてもお

金の部分もございます。その中で他の事

業と関連を持ちながら精査させていただ

いたところですが、先ほどもちょっとお

話をさせてもらいましたが、平成２７年

度末には７０％完了すると。その中で今

の計画でございますのは、平成３２年度

末には全ての鉛管が解消されるというふ

うなところで計画をさせていただいてお

ります。

○藤浦雅彦委員長　野原委員。

○野原修委員　今のところでコンビニ収

納は、それは市民の方の利便性というこ

とでいいとは思うんですけど、今言われ

たように、本来４円でできるものが５５

円これも全部料金のほうにかかってきた

りしてるので、それは滞納があったらあ

れですけど本来はそういう形で、それで

先ほど小明課長が言われたような今ああ

いうキャッシュカードとか、そんなんの

手続をすれば簡単に。これは多分口座振

替をする手間というのか、それが面倒く

さいというようなそういう意識が多分多

いと思うんです。多分銀行に行っていろ

んな手続をして、そうしないとできない

という形の市民がそういう意識を持って

おられるのだったら、それこそ来てもらっ

てキャッシュカードを持ってたらそれで

すぐに手続ができますよみたいな、そう
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いうＰＲをきっちりしていったら、もっ

ともっと口座振替がふえてくると思うん

です。だから、本来はそういう形でやっ

てもらえれば５５円の手数料を払わなく

て４円でそういう形でやっていけば、ほ

かにこの費用の部分を料金のほうで安く

してもらえるとかそういうふうにも回せ

るんですから、その辺のＰＲが徹底して

ないんじゃないかと思うんです。だから、

２７年度はそういう形のもので一回そう

いうのを徹底してもらって、もうコンビ

ニ収納があるからいいんじゃなくて、本

来は口座振替で落としてもらうというの

が一番だと思うんです。それが使用料と

いうのか使っている者の義務と思うんで

す。それはいろんな形で生活困窮者がど

うのこうのというような話以前の問題で、

やっぱりそういう責任と義務の形のもの

で、それはやっぱり水道部がそういうの

をきっちり市民の方に、簡単にそういう

手続をしてもらったらそうなりますよと

いうようなＰＲ不足のところもあるんじゃ

ないかな。本来は昔はそういった形でこ

の１０時から５時か、９時から５時の間

かちょっとわかりませんけれども、その

間以外は納められないという形でコンビ

ニ収納が始まったと思うんですけど、本

来は口座振替をそうやってもらったらそ

れだけの費用が浮いてくると思うので、

だからその辺のＰＲをきっちり徹底して

いただいた形をとっていただきたいと思

います。

　それから、鉛管のほうはそういった形

で進めてもらいたいということ。

　それと、今の調査業務委託料のところ

で、多分、今不明水のところで道路か何

かでも道路のいろんな形で市内を回って

おりますので、それで漏水がちょっと噴

いてるようなところとか、多分その辺は

連携はとられてるとは思うのですけど、

その辺でやっぱり連携をとった中でいち

早く、やっぱりそれが漏れてることがそ

れだけ無駄になってるという形になって

いきますので、それをいち早く抑えてい

くという形のもので、今お聞きしたよう

な形で人数が足りなくてもう回れないと

いうような形は重々理解はできますし、

そうやって委託してるという形。だけど、

今度、今その辺で技術を持っておられる、

漏水なんかを見つけるそういった専門職

の方がだんだんやっぱり退職されたとき

の技術の継承をしていった中で、いち早

くそういうことをチェックできる体制を

とるのには他の部との連携とか、いろん

な形のもので情報をやっぱり集約できる

ようなシステムをつくるなり、巡回をど

ういった形でやればそういう漏水がいち

早く見つけられるかというような形の方

法も検討していただきたいということを

お願いしておきます。

　それから、配水管布設工事のところで

ありますが、そういった形でやっぱり予

防という形のところで、今ポンプ場のす

ぐ配管というのか、そこが一応噴いたら

大変なことになるという形のところで、

そこからシフトをされて３．１１からそ

ういうことに変えてこられたのだと思い

ますが、その辺の年次計画みたいな、そ

れはもう多分つくられているとは思うん

ですけど、ここのポンプ場のあとこうい

う形のところはあろうかと思いますし、

その辺で一度部長のほうからこれは今鳥

飼のほうのところから始められるという

形で、いろんな形でそれが噴いたときに、

他市でもあったような形で、それは水道

が噴いてガス管とかそういうところに影

響を及ぼしてすごい多額の補償をしたと

いうような形もありますし、この水道管

が噴くことによっていろんな形の損害賠

償が出てくる以前にそういう形で予防と
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いう意味で、そういう形でシフトされた

と思うんですけど。そういったところの

考え方を、今後どういった展開でしてい

くかということをお聞かせいただきたい

と思います。

○藤浦雅彦委員長　渡辺部長。

○渡辺水道部長　それでは、野原委員の

３回目の質問にお答えをさせていただき

ます。

　まさに今の老朽管による全国での被害

というんですか、破損事故等がかなりあ

り、件数もふえてまいっております。ま

さに全国的なこれは問題でございまして、

要は老朽管がどんどんふえていく、これ

の施設更新に莫大なお金がかかっていく、

なかなかすぐには手をつけられない状況

ということで、本市といたしましても今

の水道ビジョンをつくらせていただき、

今年度は先ほどの水道事業の検討委員会

を立ち上げまして、経営計画とともに改

築更新を立てさせていただいております。

そんな中で全ての改築更新をすぐにでき

るかというとなかなかできないものです

から、やはり優先順位を持ってやってい

こうと。今の浄水送水施設、これにつき

ましてはやはり有事のときの市民の飲水

の確保ということで、要はタンクの耐震

化、これに手をつけていこうということ

と、あとは平常時の送水業務、摂津市は

平たん地でございますので、各家へ送る

ためにどうしても電気でもってポンプを

回して送っているという事情がございま

す。そんな状況の中で電気の確保、これ

の更新は手がけていきたいと考えていま

す。

　あと配水管ですね、各市内に入ってご

ざいます２３４キロの延長の水道パイプ

が入っているのですが、これが１０年た

つとほぼ半分が耐用年数を迎えるという

状況であります。まして、それの更新を

かけるというと莫大な金がかかってきま

す。そんなことで、やはり一番根本にな

る基幹管路と申しますのですが、管径の

でかいパイプです。３００から５００ミ

リのパイプでこれをまず優先的に行って

いって、要は割れたときのやはり影響度

の高いところ、これから手をつけていき

たいという思いで計画をつくらせていた

だいて、２７年度から順次着手をしてい

きたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

○藤浦雅彦委員長　ほかにありますか。

　木村委員。

○木村勝彦委員　時間も押しております

ので１点だけ、これはちょっと大きな問

題で担当のほうで答えにくい部分もある

と思うんですけれども、時あたかもきょ

うは東北地方の震災４周年ということで

黙祷もささげました。

　そういう点では先ほどからいろいろ議

論されているように、水は命の源、その

命の源である水を安定供給するのはやっ

ぱり行政の責務だという中で、今摂津市

はどういう形でその責任を果たしている

かというと、やっぱり府営水と自己水で

市民の水を確保しているというのが実体

なんですけれども、実際にこれは今後ど

うなるのかということをちょっと考えて

みますと、今東北地方の震災で非常に原

発が事故を受けて、一部汚染水が海のほ

うに流出してるというようなケースもあ

ります。そういうことを考えたときに、

近畿の水がめと言われる琵琶湖がもし仮

にそういう汚染水が入ったときどうなる

のかということを考えたときに、汚染水

が入る可能性というのは、たしかあれは

高浜原発だったと思うんですけれども、

そこの原発で事故が起こって汚染水が琵

琶湖に入りますと、近畿２府４県の水が

汚染されてしまってどうなるのかなとい
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うことを大変心配します。そういう中で

摂津市と大阪府の関係の中で企業団とし

ていろいろな取り組みをしておりますけ

れども、以前から割り当て水量を宛てが

われて、どんどん割り当て水量をふやし

ていって自己水を減らしていったという

ことは、今後、将来そういう災害が起こっ

たときの自己水の確保という点からした

ら果たしてそれでよかったのかなと。やっ

ぱり自己水の確保は大事だと。災害が起

こったときにやっぱり摂津市には自己水

があってタンクに取り置きをして、当面

の間はそれでしのげるということの万全

の体制をしておかないと、府営水に余り

頼り過ぎて企業団からの割り当て水量を

どんどん受け入れていってしてしまうと、

大変後で後顧の憂いが来るのではないか

と思っております。そういう点では、やっ

ぱり今中国系の企業は日本の山をどんど

ん買ってるというのは、これは何かとい

いますと中国はやっぱり木が少ない。山

の木も欲しいし、山の水も欲しいという

形で中国系企業がどんどん日本の山林を

今購入してるわけです。そういうよその

国に先を越されて水源の確保が向こうの

ほうにやられてしまって、日本の国が水

源の確保ができないということになって

しまったときには、日本の国民の命の水

はどうなるのかなということを大変心配

します。そんなことを例えば企業団なり

近畿２府４県のそういう連絡協議会みた

いなところで多分議論はされてると思う

んですけれども、その辺のことについて

現状を担当水道部としてどういうふうに

認識をされているのか、その辺のことに

ついて一遍お聞きしたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　渡辺部長。

○渡辺水道部長　木村委員がおっしゃる

とおりだと思っております。まさに今水

の問題と、あと企業団との統合の話も今

進んでおります。大阪市を除く４２市町

村、これが総論賛成の中で統合協議を進

めている状況ではございます。その協議

の中でも今の各市の自己水はどうするね

んという話もやっぱり出てきております。

まさに、私は摂津市は太中浄水場これに

つきましては各委員さんの今の有事のと

きのやはり水の確保、これはやっぱり自

己水は確保すべきだという指示の下、私

は今まで運営をしてきたという認識を持っ

ております。そんな状況の中で今の企業

団との統合協議の話でもやはり自己水、

これはやはり大事なことで、水源を一つ

つぶされてしまうと水の供給がとまるじゃ

ないかということは強くアピールする中

で、企業団のほうも自己水のやはり有効

性、これは今だんだん感じてきていると

ころでございます。ですから、統合協議

の中にも自己水を視野の中に含めた形の

中での統合協議も今現在進んでいるよう

な状況でございます。

　まさに国のほうでも今おっしゃってい

ただいたように、要は中国系の金持ちが

やっぱり土地を買いあさってる、そんな

ことを踏まえて今国のほうでも水循環基

本法これも成立しております。それを施

行する法はできたのですが、それを実行

するそういう手段のところがまだ詰め切

れてないようなので、まだそのあたりが

下へおりてきてないんですけれども、や

はりあれは日本の河川の水であったり、

地下の水を守るための法律、これを今つ

くられているのかなというふうに感じて

おります。

　ということで、本市もやはり有事のと

きに自分のところで市民の水を確保する

ための太中浄水場、これの水は大事にし

ていきたいという方針で水道部のほうも

今動かしていただいておりますし、先ほ

どの責任水量の話なんですけれども、今

－61－



現在、単年度収支を考えますと、やはり

企業団の水を抑えて太中の水をフルに上

げるほうが単年度収支はいいわけなんで

すけれども、太中浄水場の井戸のくみ上

げはマックスの状態でくみ上げている状

態なんです。施設更新を考えますと、や

はり機械ものですからマックスで使うと

耐用年数は短くなってくる関係がありま

して、今年度はそういうことも踏まえて

検討した中で、２７年度からは太中のく

み上げ量を８割ぐらいに落として、要は

施設の延命をかけながら今後末永く井戸

の水をきちんと使っていけるような方向

で進めていきたいと考えております。で

すから、２７年度については若干企業団

の受水量は上がりますけれども、今後は

８０％を基準に需要がふえていかなけれ

ばならないのですけれども、下がればや

はり企業団のほうを下げていくというよ

うな方向で水道経営も進めていきたいと

いうように考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

○藤浦雅彦委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　大きな話ですから、こ

れ以上議論をしてもなかなか答えにくい

面もあろうかと思いますので要望をして

おきますけれども、太中浄水場の井戸は

もう何重もケーシングをしています、今

おっしゃるように。だから、これ以上の

ケーシングは無理だろうということで、

さすれば自己水をどういうふうに確保す

るかということを考えたときに、新たな

井戸を掘るということはなかなか難しい

ですし、今摂津市は鳥飼基地で裁判もし

てますし、そういう点では非常に悩まし

い問題があるんですけれどもさっき申し

上げたように、今原発の事故で汚染水が

太平洋のほうへ流れてると。太平洋は広

い、しかし琵琶湖は何ぼ大きいといって

もやっぱり淡路島と同じぐらいの面積し

かありませんし、そこへ汚染水が入ると

近畿２府４県の水が大きく汚染されてし

まう。そうしたら、近畿２府４県の人々

の水が供給できないということもないだ

ろうけど難しくなってくるということに

なってくると思いますので、その辺の備

えはやっぱり国のほうにもしてもらわな

いとあかんし、大阪府の企業団のほうに

もしてもらわないといけません。それに

はやっぱり摂津市のほうからもそういう

声を大きく上げていただいて、市民の命

の源である水を安定供給できるようにこ

れからもしっかりと頑張ってもらいたい

なと思います。よろしくお願いします。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　それでは、私のほうからも、

最後になりますので絞ってお聞きしたい

と思うんですけれども、一つ目には、太

中浄水場の運転監視業務の委託にかかわ

る部分なのですが、実際の運転監視業務

そのものが一体どういうふうなものなの

かというようなことも、今さらになりま

すけれども改めて教えていただきたいと

思います。その上で、これまで休日・夜

間でやられてた分を今年度の２６年でし

たら４，３８４万３，０００円というよ

うなことで計上されているんですけれど

も、今回は平日の日中が加わって６，１

６２万円。計算の算出の仕方は森西委員

の説明のときに聞いたんですけれども、

ただ、そうしましたら平日昼間の金額は

おおよそ１，８００万円ほどなのかなと

いうようなことです。休日・夜間がそれ

に比べて２．５倍ほどというようなこと

になるんですけれども、そのあたりはこ

れで妥当なものなのかどうかというふう

なことと、実際に職員の数が減って、ま

たここの問題もやっぱり現業不補充でと

いうようなことの流れの中で今の実態に

なって、そういうことで提案が出てきて
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るんですけれども、以前水道部としても

どんどん人数が減ってきてこれでいける

のというような中で、これ以上減ったら

というふうなこともお答えの中であった

んじゃないかなというふうに思うので、

そこらあたりの体制問題を改めてお聞き

しておきたいと思います。

　それから、施設更新計画にかかわって

なんですけれども、これは先ほど来議論

がありました水道ビジョンやアセットマ

ネジメントを聞く中から、先日その計画

の概要みたいなことで資料をいただいて

いるんですけれども、以前だったら大体

幾らぐらいの費用がかかるんだみたいな、

そういう金額も入ったような資料という

のが提示されていたんじゃないかという

ふうに思います。今ここで質問をしても、

細かいことを答えていただくのも何です

ので、また改めてこの平成３６年度まで

随分と計画の中でやられていくと思いま

すので、そうしたものの見通しをもうちょっ

と後日に資料をいただけたらなというふ

うに思います。

　あと、最後にもう一点、先ほど下水道

特別会計のところでお聞きしましたが、

２７年、２８年にかけて下水道のほうも

法適化、調査をかけてその後、第５次行

革の中では下水道２課が水道部と統合と

いうふうな、そうしたことも考えがある

というふうに思うんですけれども、それ

に向けて水道部としての何かしらの準備

といいますか、さまざまな調整や議論も

していくんだと思うんですけれども、そ

こらあたりの課題等をお聞きしたいとい

うふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁お願

いします。

　豊田次長。

○豊田水道部次長　それでは、私のほう

から、まず組織でどんどん減っていくと

いう中でどういうふうにしていくのかと

いう問題についてお答えさせていただき

たいと思います。

　やはり、かなり減ってきておりまして、

水道部の現状といたしましては、これが

本当に危機管理を含めて４０名ぐらいが

限度かなというふうに考えております。

そういう部分では私どものほうから市長

部局のほうに、これを維持するようにお

願いをしているところでございます。

　それともう一点、法適化の問題でござ

います。これにつきましても、上下水が

一緒になったときにどうなるかと、それ

についての課題ということでございまし

たけれども、今申し上げたマックス４０

人が限度という問題もありますけれども、

これにつきましてはやはり水道部はずっ

と継続してきてまいりまして、熟成され

た組織だと考えております。それで、今

度は下水を受け入れるというか一緒にな

るという中では、水道部といたしまして

は言ったらもうでき上がった組織ですの

で、あと下水道のほうで私どものノウハ

ウをどういうふうに使っていただけるか

という検討をさせていただいているとこ

ろでございます。そういう面で上下水と

くっついたときに上水のほうはどういう

メリットがあるかといいますと、言った

らほとんどメリットはないというふうに

考えております。ただ、これはオール摂

津で考えていかなければならないところ

だと考えています。下水のほうでもご答

弁があったと思うんですけれども、人数

的にはやはりお互い絞り切った組織の中

で一緒になっても、なかなか人の部分で

はメリットは見出せないだろうというふ

うなご答弁があったと思います。私ども

も同様に考えております。その中でやは

り下水道が今回法適化される部分の中で、

今まで長年培ってきた会計制度のことに
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ついて一助になればというふうなことで、

やはり一緒にならないとかなり苦労され

るという中で今上下水が一緒になったら

その辺が緩和して、よりよい組織になる

だろうということで議論を進めてされて

おりますので、私どももどのような部分

で参画すればいいかということも含めて

協議を進めさせてもらってる状況でござ

います。

○藤浦雅彦委員長　池上参事。

○池上水道部参事　運転監視業務に関し

てのご質問にご答弁申し上げます。

　運転監視がそもそもどういうものかと

いいますと、太中浄水場１か所で３送水

所を集中管理をしているということで、

運転監視にかかわる職員が今年度再任用

の職員なんですけれども２名退職という

ことから、委託の拡大、平日の拡大とい

うことで考えておりまして、その分の予

算計上として２６年度の単年度契約金額

と追加分の拡大分の分を合わせまして６，

１６２万２，０００円でしたか、その分

を計上させていただいたということでご

ざいます。

　あと、職員が減っていく中で今後の運

転監視にかかわる問題でございますけれ

ども、これについてはコアの部分につい

ては職員が今後も継続して行う部分と、

それであと委託契約の内容の中に委託業

者の資格部分を厳しく、電気に関する資

格を今までうちの職員しかおらず、委託

業者にはいなかったんですけれども２名

置くということで、安全を万全に配した

中で今後も安全で安心な安定的な水道水

の供給ができるように、そういう体制を

組んでまいりたいと考えております。

○藤浦雅彦委員長　暫時休憩します。

（午後４時３７分　休憩）

（午後４時３８分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開します。

　先ほどの資料請求があった件について

は後日出してください。

　弘委員。

○弘豊委員　そうしましたら、太中の運

転監視業務なんですけれども、先ほどの

お話でしたら今は再任用の職員の方２名

でやられて、その部分をカバーしていく

といいますか、そこで委託をかけていく

のに費用が１，８００万円ほどふえると

いうふうなことでしたら、ここでもやは

り費用が多くかかってるなというふうに

率直に思うわけなんです。資格の保持者

を置いていくというふうなことも当然そ

うなのかなというふうに思いますが、む

しろやっぱり職員を採用、育てていくと

いうふうな、そういったことに重きを置

いたほうがいいんじゃないのかなという

ふうなことは思うのですが、そこらあた

りの兼ね合いですね。行革の流れが本当

にここのところにかかわってもどうかと

いうふうに思うのですが、教えていただ

きたいなというふうに思います。

　それと、下水道２課との統合とのかか

わりで、水道部のほうにはそんなにメリッ

トがあるものではないというふうなこと

でお話がありましたけれども、市の全体

のところでいったらこういう方向性とい

うのもあるのかなというふうなことも聞

いて思っていた次第なのですが、ただ、

ここらあたりでもその中で職員を減らし

ていくという方向性ありきというふうな

ことではないようにも思いますし、一時

統合した中での業務量がふえるみたいな

ことも先ほどの下水特会の中でお話があっ

て、その後はメリットが年の経過ととも

にやっぱり出てくるのではないかという

ふうな、そういった話でありました。ノ

ウハウを含めていろんな面でやっぱり業

務の見直しやまた効率化やそういったと

ころはあれだというふうには思うんです
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けれども、職員減らしが前提にあってな

し崩し的に何かしらそういう方向になる

というのは絶対に違うというふうにも思

いますので、そこらあたりは少し納得で

きるような話といいますか、もう一度お

答えいただけたらというふうに思います。

　以上、２回目です。

○藤浦雅彦委員長　豊田次長。

○豊田水道部次長　それでは、ご質問は

２点に分かれていたかと思うんですけれ

ども、話としては人の話、あと今後の経

営をする中でどうしていくかという話に

なるかと思いますので、一括するような

形でお答えさせていただきたいと思いま

す。

　今回の運転監視業務で再任用職員が２

人減っていく中での苦渋の判断も一部あっ

たことは隠せない事実でございます。た

だ、私どもといたしましては、先ほども

ご答弁をさせてもらったようにコアな部

分は職員で技術の継承をしていくという

中で考えております。

　それともう一点、基幹管路の更新とい

う話の中で、末端の細い管、この辺につ

いてはどうしても漏水がふえてくるとい

うような中でその対応、今の現状でもいっ

ぱい、いっぱいという状況の中で今後ど

うしていくかという問題がございます。

その点については、今回この業務委託を

させていただく中で、職員１名をそちら

のほうの業務のほうに充当させていきた

いと考えております。そこでそっちの技

術も継承させていってという形の中で今

後ふえていく漏水のほうにも対応させて

いただきたいと。

　それと、もう一点、機構改革で浄水課

と工務課とを一体化させていただきたい

ということで、この４月から一つの課に

させていただくというふうなことで今は

進めているところでございます。これに

つきましては、今申し上げた運転監視を

含める浄水の仕事、それとあとこちらの

ほうのやっぱり漏水なりそういう管関係

のいろんな修繕関係、この辺については

一体して動かないといけないという部分

もございます。また、それぞれの技術の

継承を一つの課にすることによってより

大きなパイにして進めていこうという考

えでございます。その中で今後それぞれ

の技術の継承をしつつ、組織運営を進め

ていきたいと考えているところでござい

ます。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　この運転監視業務のことに

かかわってこの１，８００万円の新たな

増額というふうなことが、職員２名の人

件費イコールというふうなことではない

というようなことは今のお答えの中では、

そういうことですね。

　一方で、今度水道施設課、新しく課を

つくっていくところに今いる職員も含め

て充実させていきたいというふうな、そ

ういうことで今の話は受けとめました。

　今後のところでいいましたら、まだ見

通しを私も十分把握し切れていない部分

もありますけれども、今あるビジョンに

沿ってまた水道の事業、また下水道も含

めて定着したものにしていくというよう

なことを、今はここの部全体でまたそう

いったことについても鋭意取り組み、こ

れは非常にまた大変なことも出てくるの

かもしれませんけれども、取り組みをよ

ろしくお願いしたいと思います。

　私のほうからは、もうとどめておきま

す。

○藤浦雅彦委員長　ほかにございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○藤浦雅彦委員長　以上で、議案第２号

及び議案第１０号の質疑を終わります。

　暫時休憩します。
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（午後４時４４分　休憩）

（午後４時４７分　再開）

○藤浦雅彦委員長　それでは、再開しま

す。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○藤浦雅彦委員長　以上で討論なしと認

め、採決をします。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○藤浦雅彦委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○藤浦雅彦委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

をいたしました。

　議案第５号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○藤浦雅彦委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

をしました。

　議案第９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○藤浦雅彦委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

をしました。

　議案第１０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○藤浦雅彦委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

をいたしました。

　議案第１２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○藤浦雅彦委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

をしました。

　暫時休憩いたします。

（午後４時４８分　休憩）

（午後４時４９分　再開）

○藤浦雅彦委員長　それでは、再開いた

します。

　本委員会の所管事項に関する事務調査

について協議いたします。

　平成２７年度委員会行政視察を実施す

ることに異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○藤浦雅彦委員長　異議なしと認め、そ

のように決定をいたしました。

　次に、視察事項、視察先、視察日程に

ついてご協議を願います。

　暫時休憩いたします。

（午後４時５０分　休憩）

（午後４時５６分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開いたします。

　時間の関係上、今回の会期中に視察先

の決定は困難かと思われますので、本会

議最終日において常任委員会の所管事項

に関する事務調査について、閉会中に調

査することが諮られます。本委員会の所

管事項については、都市計画行政につい

て、土木行政について、下水道行政につ

いて、水道行政についてを閉会中に調査

することに異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○藤浦雅彦委員長　それでは、そのよう

に決定します。

　次回の委員会開催時までに、視察項目、

候補地、希望日程の検討をお願いします。

　これで本委員会を閉会します。

（午後４時５７分　閉会）
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　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　建設常任委員長藤 浦 雅 彦

　建設常任委員　木 村 勝 彦
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